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１ 基本的な事項

（１）赤平市の概況

① 本市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

本市は、北海道のほぼ中央にあり、東は芦別市、西は滝川市・砂川市、南は歌志内市、

北は深川市に隣接し、札幌市から約 100 ㎞、旭川市から約 50㎞の距離にある。

市域は、東経 141 度 58 分 40 秒から 142 度 09 分 10 秒、東西間の距離は 14.1 ㎞であり、

南端は北緯43度 28分 44秒、北端は北緯43度38分 44秒で南北間は18.5㎞の距離である。

面積は 129.88k ㎡であり、このうち山林、原野が全体の約 73％を占めている。

市の中央部には空知川が東から西へ向かって流れ、ＪＲ根室本線と国道 38号が並行して

走り、イルムケップ山（864.5ｍ）の裾野に沿って帯状に細長い都市形成となっている。

気候は内陸性であり、最近５か年では最高気温 36.5℃、最低気温マイナス 22.8℃、年間

平均気温は約 7.9℃、年間平均降水量は約 1,236 ㎜となっている。

本市の歴史は、安政４年に松浦武四郎が空知川をさかのぼり、沿岸で石炭を発見したこ

とに始まると言われ、明治 24年に歌志内から数戸が百戸地区に入植したことが開拓の元祖

となった。

以来、農林業を基盤としながら石炭産業を中心とした第２次産業及び第３次産業が発展

した。この間、大正２年に鉄道が開通し、同７年に大倉鉱業が茂尻砿を開砿、炭田の開発

が急速に進み、石炭需要の増大とともに人口の増加も著しく、同 11年４月１日に歌志内村

から分村し２級町村制が敷かれ赤平村となる。昭和に入ってからは豊里砿、赤間砿、住友

赤平砿が開砿され、昭和 18 年２月 11日に町制施行、同 29年７月１日に市制を施行した。

同 35 年には大小 20余りの炭鉱を有し人口５万９千人を数えた。

しかし、昭和 30年代中頃から進展したエネルギー消費構造の変化は、石炭産業に深刻な

影響を与え、昭和 42年の豊里砿の閉山に続いて茂尻砿、赤間砿と大手の閉山が相次ぎ、さ

らに坑内掘りとして唯一残されていた住友赤平砿も平成６年２月に閉山を余儀なくされた

ことに加え、離農、若年労働者の市外転出が過疎化に一層拍車をかけ、本市の地域経済に

大きな影響を及ぼしている。

小売業の年間商品販売が減り、市の財政も鉱産税をはじめ市税が減収するなど、自主財

源の増加が課題となっている。

また、経済不況や少子高齢化の影響により、市民生活を守るための扶助費、福祉対策費

等の義務的経費が増加し、下水道、道路整備等の生活環境整備を進める中で、年々財政力

が低下している現況にある。

② 本市における過疎の状況

本市の人口は、昭和 35年に 54,635 人（国勢調査人口）であったが、以降減少を続け、

令和２年には 9,698 人（国勢調査人口）に激減（減少率 82.2％）している。

令和７年３月末現在では、8,378 人（住民基本台帳人口）となり、今もなお人口減少が

続いている。
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また、少子化と若年層を中心とする人口流出のため、総人口に占める 65歳以上の高齢者

比率は年々増加し、昭和 35 年は 2.9％であったが、令和７年３月末日には 47.2％と約 16

倍にも増え、高齢化が急速に進行しており、今後もこの傾向は続くものと思われる。

●人口の増減率（国勢調査人口）

人口の減少は社会的な現象であり、この原因としては次のことが考えられる。

・昭和 30年代中頃から進展したエネルギー消費構造の変化により、基幹産業であっ

た鉱業の炭鉱閉山を余儀なくされたことによる炭鉱従業者等の転出

・若者の大都市志向による転出

・農業従事者の離農による転出

・女性の社会進出増加などによる少子化の進行

・その他

本市における過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく振興計画となる

第６次赤平市総合計画は、「ひと・自然・産業が輝く 協働と共創のまち 赤平」をまちの将

来像とし、次の５つの施策を柱にその実現に努めている。

・健やかな暮らしをともに支え合うまち

・安全・安心で快適に暮らせるまち

・活力に満ちた魅力あふれるまち

・ともに学び合い豊かな心を育むまち

・ふれあいと交流で創る協働のまち

昭和 46年４月に過疎地域の指定を受け、これまで過疎法に基づく各種事業を推進してきた

が、平成６年２月に本市唯一の坑内掘炭鉱が閉山したことは、依然として産業経済全般にわた

り厳しい環境を強いられ、定住対策、高齢化対策、産業構造の転換による雇用の拡大など多く

の課題を抱えており、引き続き過疎地域持続的発展計画において、総合的かつ計画的なまちづ

くりを推進し、地域の自立促進を図らなければならない。

このため、今後も過疎地域持続的発展計画に基づき、国及び道の諸施策を有効に活用し、

生活環境及び産業基盤の整備を図るとともに、企業誘致、地場産業の振興による雇用の創

出と雇用安定・拡大など、総合的かつ計画的な定住条件を整備することで人口の定着・増

加が期待される。

区 分 昭和 35 年 昭和 45 年 昭和 55 年 平成２年 平成７年

増減率 ― △36.1％ △27.0％ △23.8％ △10.6％

区 分 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年

増減率 △9.2％ △8.6％ △12.2％ △12.1％ △12.7％
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③ 本市の社会経済的発展の方向の概要

かつて日本のエネルギーを支えてきた石炭産業は、昭和 30年代中頃から進められたエネ

ルギー消費構造の変化が産炭地に深刻な影響を及ぼし、平成６年２月に坑内掘炭鉱が閉山

し、本市の基幹産業であった石炭産業の企業は姿を消すこととなった。

本市は鉱業から工業への転換を推進するため、昭和 52年からの茂尻工業団地をはじめ豊

里工業団地、赤平工業団地、赤平第２工業団地の造成事業などにより、企業誘致活動を活

発に展開し、有力企業が根付き順調な操業が進められており、平成 20年度にすべての工業

団地を完売したが、世界的な景気の低迷等の影響を受け、工業出荷額が落ち込んでいる。

第６次赤平市総合計画（令和２年度から令和 11年度まで）の策定にあたり、北海道総合

計画及び北海道総合開発計画との整合性から第５次赤平市長期総合計画の見直しを図り、

本市 10カ年の基本的な方向を定めた。

（２）人口及び産業の推移と動向

① 人口の推移と動向

本市の国勢調査における人口のピークは、昭和 35年の 54,635 人であり、以降、減少を

続けている。

●国勢調査における人口の推移

急激に人口が減少する中で、65歳以上の高齢者人口は年々増加しており、総人口に占め

る割合が昭和 35年には 2.9％（1,606 人）であったが、令和２年には 48.1％（4,669 人）

と高齢化が急速に進んでいる。

また、人口動態では生産年齢人口の減少に伴い出生率が低下し、自然増加率の減少が続

いている。

社会動態では、昭和 40年代の相次ぐ大手炭鉱の閉山・合理化と平成６年、大手炭鉱の閉

山による転出、依然として続く若年層人口の流出等により人口の減少が続いている。

調査年 昭和 35 年 昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50年 昭和 55 年

人 口 54,635 人 46,646 人 34,904 人 26,363 人 25,467 人

増減率 1.8％ △14.6％ △25.2％ △24.5％ △3.4％

調査年 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12年 平成 17 年

人 口 22,645 人 19,409 人 17,351 人 15,753 人 14,401 人

増減率 △11.1％ △14.3％ △10.6％ △9.2％ △8.6％

調査年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年

人 口 12,637 人 11,105 人 9,698 人

増減率 △12.2％ △12.1％ △12.7％
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●表１－１（１）人口の推移（国勢調査）

●表１－１（２）人口の見通し（赤平市人口ビジョン）

② 産業の推移と動向

本市の産業別就業人口の推移をみると、第一次産業にあっては農業が中心で残りは林業

であり、昭和 35 年の就業人口は 1,918 人で全就業人口の 10.6％を占めていたが、令和２

年には 182 人で 4.5％に減少した。これは機械導入による省力化や効率化が進む一方、後

継者難による離農や若年労働者の他産業への転出等の要因によるものである。

第二次産業では石炭産業、製造業を中心に昭和 35年の就業人口は 10,505 人で全就業人

口の 58.1％を占めていたが、令和２年には 1,066 人で 26.4％に減少した。鉱業では、大小

あわせて 20余りの炭鉱が閉山となっており、この影響により就業人口が大幅に減少してい

る。一方、工業では積極的な企業誘致と地場産業の育成により、雇用の確保を図っている

が、今後も引き続き誘致活動に努めていかなければならない。

第三次産業では、サービス業を中心に昭和 35 年の就業人口は 5,656 人で全就業人口の

31.3％を占めていたが、令和２年には 2,784 人で 68.8％を占めている。就業人口比率では

最も高い比率を占めているが、石炭産業の減少により関連する建設業や運輸業、さらに卸

区 分
昭和 35年 昭和 50年 平成２年 平成 17 年 令和２年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総 数
人

54,635

人

26,363

％

△51.7

人

19,409

％

△26.4

人

14,401

％

△25.8

人

9,698

％

△32.7

0 歳～14 歳
人

20,516

人

5,701

％

△72.2

人

2,718

％

△52.3

人

1,390

％

△48.9

人

603

％

△56.6

15 歳～64歳
人

32,513

人

18,514

％

△43.1

人

13,088

％

△29.3

人

8,023

％

△38.7

人

4,280

％

△46.7

うち 15 歳

～

29 歳（ａ）

人

13,284

人

5,176

％

△60.0

人

2,804

％

△45.8

人

1,479

％

△47.2

人

772

％

△47.8

65 歳以上

（ｂ）

人

1,606

人

2,148

％

33.7

人

3,603

％

67.7

人

4,988

％

38.4

人

4,669

％

△6.4

（ａ）／総数

若年者比率

％

24.3

％

19.6 ―
％

14.4
―

％

10.3 ―
％

8.0 ―

（ｂ）／総数

高齢者比率

％

2.9

％

10.2 ―
％

18.6 ―
％

34.6 ―
％

48.1 ―

2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年

人 口

（人）

総人口 7,124 6,090 5,161 4,349 3,668 3,076

年少人口 419 373 332 296 265 229

生産年齢人口 2,979 2,487 2,015 1,636 1,343 1,151

高齢者人口 3,726 3,231 2,814 2,417 2,060 1,695

構成比

（％）

年少人口 5.9 6.1 6.4 6.8 7.2 7.4

生産年齢人口 41.8 40.8 39.0 37.6 36.6 37.4

高齢者人口 52.3 53.1 54.6 55.6 56.2 55.2
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売業、小売業へと影響し、中小企業の経営を圧迫し、人口流出などにより就業人口は減少

している。

このように、石炭産業の合理化及び閉山により関連産業は衰退をたどり、さらに農業の

低迷など地域経済は極めて厳しい状況に陥り、人口も激減し過疎化に拍車がかかっている。

こうした状況の中で、より一層の企業誘致、地場産業振興に努め地域開発等を進めること

により、地域経済の安定と雇用の場を創出し、定住化を促進（特に若者）する必要がある。

●表１－１（３）産業別人口の動向（国勢調査）

区 分
昭和 35 年 昭和 40年 昭和 45 年 昭和 50年

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数
人

18,082

人

17,276

％

△4.5

人

14,555

％

△15.8

人

11,222

％

△22.9

第一次産業

就業人口比率

％

10.6

％

8.4
―

％

7.9
―

％

6.7
―

第二次産業

就業人口比率

％

58.1

％

55.4
―

％

50.6
―

％

49.0
―

第三次産業

就業人口比率

％

31.3

％

36.1
―

％

41.4
―

％

44.3
―

区 分
昭和 55 年 昭和 60年 平成２年 平成７年

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数
人

11,304

％

0.7

人

9,738

％

△13.9

人

8,356

％

△14.2

人

7,444

％

△10.9

第一次産業

就業人口比率

％

5.7
―

％

6.2
―

％

6.0
―

％

5.6
―

第二次産業

就業人口比率

％

49.9
―

％

43.8
―

％

42.3
―

％

37.3
―

第三次産業

就業人口比率

％

44.4
―

％

50.0
―

％

51.7
―

％

57.1
―

区 分
平成 12 年 平成 17年 平成 22年 平成 27年

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数
人

6,475

％

△13.0

人

5,602

％

△13.5

人

4,872

％

△13.0

人

4,474

％

△8.2

第一次産業

就業人口比率

％

5.0
―

％

4.3
―

％

4.7
―

％

4.6
―

第二次産業

就業人口比率

％

35.1
―

％

29.3
―

％

27.1
―

％

27.3
―

第三次産業

就業人口比率

％

59.9
―

％

66.4
―

％

68.2
―

％

68.1
―

区 分
令和２年

実 数 増減率

総 数
人

4,045

％

△9.6

第一次産業

就業人口比率

％

4.5
―

第二次産業

就業人口比率

％

26.4
―

第三次産業

就業人口比率

％

68.8
―
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（３）行財政の状況

① 行政の状況

本市の行政沿革は次のとおりである。

大正 11年 ４月 １日・・・歌志内村から分村、北海道２級町村赤平村となる

昭和 ４年 ４月 １日・・・北海道１級町村制施行

昭和 18年 ２月 11日・・・町制施行

昭和 29年 ７月 １日・・・市制施行

市の行政組織機構については別表のとおりである。

行政機構及び事務処理体制については、多様な行政需要と社会情勢の変化に対応しなが

ら行政の効率化・スリム化を図るため逐次改革を行ってきたところであるが、今後もより

活力ある地域社会づくりと情報化社会に的確に対応できる組織機構の確立に努める。

広域行政については、昭和 45年に中空知圏域５市５町で組織した中空知広域市町村圏組

合をはじめ広域的な連携を図り、有機的な広域行政の推進に努めている。

なお、本市が加盟している広域行政組織は次のとおりである。

●広域行政の状況

本市における地域指定については、昭和 37年２月に産炭地域振興臨時措置法に基づく指

定を受け、昭和 38年 10 月には豪雪地帯の指定、昭和 50年 12 月には農村地域工業等導入

地域の指定、昭和 54年４月には特別豪雪地帯の指定を受け、地域の振興を図ってきた。

名 称 構 成 団 体 事務（事業）の内容

中 空 知 広 域

市町村圏組合

赤平市、芦別市、滝川市、砂川

市、歌志内市、奈井江町、上砂

川町、新十津川町、浦臼町、雨

竜町

１．ふるさと市町村圏計画に関すること

２．ふるさと市町村圏の振興整備に伴う連

絡調整に関すること

３．ふるさと市町村圏基金にかかる事業の

実施に関すること

４．道路維持管理センターの設置並びに運

営管理に関すること

５．交通災害共済事業の実施に関すること

６．交通遺児に対する奨学事業の実施に関

すること

石 狩 川 流 域

下 水 道 組 合

赤平市、芦別市、滝川市、砂

川市、美唄市、歌志内市、奈

井江町、新十津川町、上砂川

町、浦臼町

石狩川流域下水道の管理運営に関すること

空 知 教 育

センター組合
空知管内24市町

教職員の研修のための空知教育センターの

設置及び管理運営に関すること

中 空 知 衛 生

施 設 組 合

赤平市、芦別市、滝川市、新

十津川町、雨竜町

火葬場及び廃棄物の中間処理施設の設置並

びに管理運営に関すること

中・北空知廃棄物

処理広域連合
空知管内14市町

ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関す

る事務

滝川地区広域

消防事務組合

滝川市、新十津川町、雨竜町、

芦別市、赤平市
滝川地区広域消防に関する事務
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あかびら市立病院　組織図
（令和7年4月1日　現在）
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② 財政の状況

本市の財政状況について、歳入面では人口減少による市税収入の減少のほか、一般会

計歳入の約半分を占める地方交付税が伸び悩む一方で、歳出面では人件費や公債費とい

った義務的経費の総額が市民一人当たりの負担額において増加傾向となっている。経常

収支比率も 90％を超えており、財政構造の弾力性が乏しく、硬直化している状況が続い

ている。

今後の見通しとしては、歳入面では人口減少に歯止めがかからなければ、市税や地方

交付税の減少が避けられず、歳入規模もより一層縮小していく中で、歳出面では社会保

障関連経費や総合計画、地方版総合戦略の施策に必要な財源の確保に努めるとともに、

行財政改革を推進し、計画的な事業の執行や経常経費の抑制など、効率的な財政運営が

求められる。

令和６年度の普通会計の決算状況をみると、財政力指数は 0.19 となっており、本市の

財政力の脆弱さを示している。歳入総額に占める地方税の割合も 6.9％と低く、地方交

付税が 44.0％を占めており、地方交付税に依存している状況となっている。歳出総額に

占める義務的経費は 36.7％、普通建設事業の割合は 8.9％といずれも類似団体平均を下

回る水準ではあるが、実質公債費負担比率 13.1％は対前年度比でほぼ横ばいであり、類

似団体平均よりも上回る水準となっている。

こうした中で、本市の主要公共施設等の整備状況は表１－２（２）のとおりである。

●表１－２（１）市の財政の状況 （単位：千円）

資料：赤平市財政課

区 分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和２年度 令和６年度

歳 入 総 額 Ａ

一 般 財 源

国 庫 支 出 金

都道府県支出金

地 方 債

うち過疎対策事業債

そ の 他

歳 出 総 額 Ｂ

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

うち普通建設事業

そ の 他

過疎対策事業費

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ）

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ

実質収支 Ｃ－Ｄ

9,573,261

6,582,650

1,395,882

367,286

865,842

434,800

361,601

9,227,847

4,082,147

1,152,824

1,118,591

2,808,073

1,184,803

345,414

17,040

328,374

9,780,264

6,298,540

1,262,168

387,037

1,327,164

356,400

505,355

9,410,048

3,622,430

716,248

716,248

4,529,998

541,372

370,216

114,221

255,995

11,673,066

6,598,030

2,815,616

383,767

911,345

225,200

964,308

11,179,880

3,701,431

1,158,225

1,133,266

6,320,224

248,244

493,186

9,821

483,365

11,397,272

6,803,682

1,172,248

359,292

819,600

312,800

2,242,450

10,719,856

3,932,548

959,859

959,859

5,827,449

388,800

677,416

42

677,374

財 政 力 指 数

公 債 費 負 担 比 率

実 質 公 債 費 比 率

起 債 制 限 比 率

経 常 収 支 比 率

将 来 負 担 比 率

地 方 債 現 在 高

0.21

11.0％

17.6％

－

80.2％

185.4％

9,713,814

0.20

11.7％

18.8％

－

96.3％

118.3％

9,677,493

0.20

11.1％

11.6％

－

93.2％

106.6％

11,924,889

0.19

15.5％

13.1％

－

98.0％

43.3％

11,622,709
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●表１－２（２）主要公共施設等の整備状況

資料：赤平市統計書

（４）地域の持続的発展の基本方針

本市は、昭和 50 年度を初年度に赤平市総合計画を策定し、次いで昭和 56 年から第二次

総合計画、平成元年度からは新総合計画、平成 10 年度から第４次赤平市長期総合計画、平

成 21 年度から第５次赤平市総合計画を策定し、計画的なまちづくりを行ってきた。

さらに、北海道総合計画及び北海道総合開発計画との整合性を図るため、市民参加によ

り計画の見直しを行い、第６次赤平市総合計画を策定し、令和２年度から令和 11 年度まで

の 10 年間における本市のあるべき姿や基本的な方向づけを行い、まちの将来像「ひと・自

然・産業が輝く 協働と共創のまち 赤平」の実現を目指し、３つの基本方向と５つの基本

目標を定めている。

●第６次赤平市総合計画

区 分
昭和 55

年度末

平成２

年度末

平成 12

年度末

平成 22

年度末

令和２

年度末

令和６

年度末

市 町 村 道

改 良 率（％）

舗 装 率（％）

農 道

延 長（ｍ）

耕地１ha当たり農道延長（ｍ）

林 道

延 長（ｍ）

林野１ha当たり林道延長（ｍ）

水 道 普 及 率（％）

水 洗 化 率（％）

人口千人当たり病院、診療所

の病床数（床）

36.0

23.3

－

1.9

－

2.7

95.4

0.0

14.1

23.3

47.2

－

1.9

－

3.2

95.4

5.6

19.1

68.3

65.6

－

0.0

－

5.2

93.5

45.6

20.4

71.5

68.8

－

0.0

22,815

6.9

97.2

67.9

16.7

73.0

69.9

－

0.0

22,362

2.4

98.9

78.5

50.7

73.2

70.2

－

0.0

22,362

2.4

98.5

82.4

58.0

まちづくりの基本方向 赤平市の将来像 基本目標

市民とともに歩む

まちづくり

ひと・自然・産業が輝く

協働と共創のまち 赤平

健やかな暮らしを

ともに支え合うまち

安全・安心で快適に

暮らせるまち

市民にやさしい

まちづくり

活力に満ちた

魅力あふれるまち

ともに学び合い

豊かな心を育むまち
市民が誇れる魅力ある

まちづくり
ふれあいと交流で創る

協働のまち
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本市は、昭和 42年以降相次ぐ炭鉱の閉山・合理化が続き、平成６年２月に最後の炭鉱が

閉山し、石炭産業は露頭掘一鉱を残すのみとなった。このため地域経済はもとより、行財

政に及ぼす影響は依然として計り知れないものがある。本市最大の試練、転換期を迎えて

いる現状を踏まえながら、新時代に向かって住民自らが知恵を絞り、行政と一体となった

取り組みが必要である。このような情勢の中で「鉱業から工業のまちへ」と産業構造の転

換を強力に進めてきたが、景気低迷が影響し進出企業も業績に伸び悩み、今後もさらに雇

用創出に努めるなど定住促進を図らなければならない。

これらの課題を解決するため、次の施策の実現に努める。

第６次赤平市総合計画

基本目標 基本施策

基本目標１

健やかな暮ら

しをともに支

え合うまち

（1）健康づくりの推進

（2）地域医療の充実

（3）地域福祉の充実

（4）出産・子育て支援の充実

（5）高齢者支援の充実

（6）障がい者支援の充実

基本目標２

安全・安心で

快適に暮らせ

るまち

（1）移住・定住の促進

（2）公園・緑地の適正管理

（3）環境衛生の充実

（4）上水道・下水道の保全

（5）道路・公共交通の整備

（6）防災体制の充実

（7）消防・救急体制の充実

（8）防犯・交通安全の推進

（9）情報通信環境の充実

基本目標３

活力に満ちた

魅力あふれる

まち

（1）工業の振興

（2）商業の振興

（3）農林業の振興

（4）観光の振興

基本目標４

ともに学び合

い豊かな心を

育むまち

（1）学校教育の充実

（2）生涯学習の推進

（3）スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興

（4）芸術・歴史・文化の推進

基本目標５

ふれあいと交

流で創る協働

のまち

（1）地域づくりと交流の推進

（2）市民参画の推進

（3）男女共同参画の推進

（4）広報・広聴の推進

（5）健全な行財政の運営

第３期赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略

基本目標 具体的な施策

基本目標１

地元産業の強

みを活かした

雇用確保と地

域産業の振興

【施策１】

地元製造業の強みを活かす

【施策２】

商店街の賑わいを創出する

【施策３】

農業の担い手を育む

基本目標２

若者が安心し

て子どもを生

み育てられる

地域づくり

【施策１】

若者が住みやすい環境づくり

【施策２】

まち全体で子育てを応援する

【施策３】

学力向上と教育環境の充実

基本目標３

安心して豊か

に暮らせる生

活環境づくり

【施策１】

安全・安心な地域づくり

【施策２】

健康づくりと生きがいづくり

基本目標４

新たな人の流

れを創る個性

と魅力あるま

ちづくり

【施策１】

地域資源の活用と交流の促進

【施策２】

関係人口の創出と移住・定住

環境の充実
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（５）地域の持続的発展のための基本目標

第６次赤平市総合計画の目標人口に基づき、令和 11 年（2029 年）7,357 人、令和 22

年（2040 年）5,161 人とする。

（６）計画の達成状況の評価に関する事項

ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度、庁内検討組織において計画の進捗や効果について

評価を実施し、改善を図る。

（７）計画期間

計画期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５か年とする。

（８）公共施設等総合管理計画との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市公

共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、次の方針に基づき本計画を推進する。

●赤平市公共施設等総合管理計画（令和３年４月改訂）

第６次赤平市総合計画

目標人口
令和 11 年
（2029 年）

令和 22 年
（2040 年）

人 口

（人）

総人口 7,357 5,161

年少人口 432 332

生産年齢人口 3,110 2,015

高齢者人口 3,815 2,814

構成比

（％）

年少人口 5.9 6.4

生産年齢人口 42.3 39.0

高齢者人口 51.8 54.6

第３章 公共施設の方針

３－１ 基本目標

基本目標１：施設の再編や複合化等により、公共建築物の総量を削減する。

かつて６万人近い人口を数えた赤平市であるが、閉山とともに急激に人口が減少し、現在はピ

ーク時の６分の１の人口となっている。また、旧炭鉱住宅など多くの公共建築物を有しているた

め、一人あたりの公共建築物の量が他自治体に比べ、極めて多い状況にある。

今後の更なる人口減少や財政制約を踏まえ、持続可能な公共サービスを提供していくためには

公共建築物の総量を削減する必要がある。

市民のニーズやライフスタイルの変化に対応し、設置時に求められていた機能がニーズに合わ
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なくなった施設などを積極的に整理統合することで、施設の再編と総量の削減を図る。

基本目標２：適切な改修・補修で、施設の長寿命化とコスト削減を図る。

厳しい財政制約のなか、公共施設の更新・改修などのコスト削減が必要である。

施設の劣化状況を定期的に点検し、適切に補修・改修し、既存施設を長く・大事に使っていくこ

と（長寿命化）で、突発的な改修費用の発生を抑え、長期的な視点でのコスト削減を図る。

基本目標３：住民・企業・関係団体との協力と連携を進める。

公共施設は地域住民の生活に密接に関わることから、具体的な施設方針を定める際は、地域住

民と行政が情報を共有し、地域住民の理解のもと、検討していく必要がある。また、公共施設の

利用・維持管理・運営などで、住民の意見や民間事業者等のノウハウを取り入れていくべきであ

る。

そこで、行政のみが公共施設の対策に当たるのではなく、関係する地域住民や企業、周辺自治体

などと協力・連携して対策を進めていくこととする。

数値目標

公共建築物の総量（延べ床面積）を 2030 年に現状※より 20％削減する。（※2020 年現在）

３－２ 公共施設等の管理に関する基本方針

３－２－１ 点検・診断等の実施方針

公共施設の機能・品質を維持するには、定期的な点検・診断と日常的なメンテナンスが欠か

せない。また、劣化や損傷を早期に発見することで補修費用を削減する効果も期待される。

そこで、関係省庁が作成する点検マニュアル等に基づき、各施設管理者は定期的なパトロー

ルや劣化状況診断を行い、施設の劣化状況や対策履歴等の情報を記録する。また、その施設情

報を全庁的に共有することで、計画的な施設の維持管理対策に役立てることとする。

３－２－２ 維持管理・修繕・更新等の実施方針

将来にわたり長く利用する施設については、計画的な維持補修や予防保全により長寿命化

（後述）を推進し、ライフサイクルコストの低減を図る。さらに、改修や更新の時期が重なる

ことで過度な財政負担が生じないよう、計画的な事業実施により財政負担の平準化を図る。

また、施設の維持管理に積極的に民間を活用することを検討し、類似施設や近接施設の指定

管理を一元化するなどで、管理運営経費の効率化を図る。

３－２－３ 安全確保の実施方針

パトロールや劣化状況診断において、供用中の施設に高い危険性が認められた場合は、利用

や通行を規制するなどの安全確保措置を速やかにとるとともに、他の施設による代替可能性を

含めて機能確保策を検討する。

また、供用廃止施設に高い危険性が認められた場合は、立ち入り禁止措置などを講じたうえ

で、近隣居住環境や周辺景観への影響、建物倒壊の危険性、除却費用などを総合的に考慮して

除却の優先順位を決定し、計画的に施設の除却を進める。

３－２－４ 耐震化の実施方針

平常時だけでなく、地震や風水害、雪害など災害発生時及び災害復旧時において、公共施設

は避難所、避難経路、防災備蓄拠点など重要な役割を担うこととなる。

災害時等を考慮した公共施設の適正配置の検討を行うとともに、防災拠点施設、避難施設及
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び緊急輸送路の沿道に立地する公共建築物等の耐震性向上を図る。

３－２－５ ユニバーサルデザイン化の実施方針

公共施設等の改修・更新等を行う際には、利用者ニーズや施設の状況等を踏まえて、誰もが

安心・安全で利用しやすい施設とするよう、ユニバーサルデザイン化を図る。

３－２－６ 長寿命化の実施方針

補修・改修を計画的かつ予防的に行うことにより、劣化の進行を遅らせ、公共施設の機能・

品質を維持する。老朽化による破損や機能低下が予見されるときは早めに改修を行うことで、

施設の耐用年数を延ばす（長寿命化）ことを目指す。また長寿命化対策により、更新（建て替

え等）にかかる多額の費用支出を抑制し、予期せぬ損傷・故障などによるサービスの低下や突

発的な費用支出を抑えることが期待される。

３－２－７ 統合や廃止の推進方針

人口動向や利用ニーズ、財政状況などを総合的に勘案して、施設の再編・統合・廃止に取り

組み、施設総量の最適化を図る。

そのため第４章の「施設用途別の基本方針」で定められていない遊休公共施設並びに遊休地

については基本的に売却を目指す。民間への売却や譲渡、施設の用途転用など、施設の有効活

用の可能性について検討し、検討の結果、利用見込みのない施設については、危険性や近隣居

住環境や周辺景観への影響などを考慮して計画的に除却を進める。

また、供用を継続する施設については、前述のとおり維持管理改修等にかかるトータルコス

トの縮減に取り組む。
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

（１）現況と問題点

本市は、昭和 35 年４月の 59,430 人（住民基本台帳人口）をピークに、昭和 40 年代の

相次ぐ大手炭鉱の閉山・合理化により人口減少の一途をたどり、平成６年に唯一残ってい

た大手炭鉱の閉山による転出、依然として続く若年層人口の流出等により人口の減少に歯

止めがかからない状況が続いている。

また、市内唯一の高校であった赤平高等学校が平成 27 年３月をもって閉校となり、高

校進学は市外の高校に通学せざるを得なく、地元定着意識の低下が懸念される。

これまで、「赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略」（平成２８年１月策定）、「第２期

赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略」（令和２年３月策定）を推進してきたが、それ

らを引き継ぐ「第３期赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略」（令和７年３月策定）に

より、人口減少の緩和を図らなければならない。

広域連携の取り組みとしては、相互に役割分担をして連携・協力することにより、「定

住」のための暮らしに必要な諸機能を総体として確保するとともに、「自立」のための経

済基盤や地域の誇りを培い、中空知圏域全体で魅力あふれる地域を形成していくため、平

成 26 年７月、滝川市及び砂川市を中心市とする本市を含む圏域８市町ぞれぞれと協定を

締結した。同年 11 月には「中空知定住自立圏共生ビジョン」を策定し、取り組みを進め

ている。

●社会増減（転出・転入）の状況 （単位：人）

資料：赤平市統計書

平成９年 平成 10 年 平成 11 年 平成 12 年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

543 797 △254 565 714 △149 486 668 △182 527 699 △172

平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

513 665 △152 490 613 △123 433 611 △178 439 622 △183

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

419 649 △230 447 528 △81 355 627 △272 303 578 △275

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

282 503 △221 263 455 △192 230 355 △125 276 378 △102

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

290 437 △147 242 397 △155 262 417 △155 233 310 △77

平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

234 316 △82 253 363 △110 228 333 △105 233 292 △59

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減 転入 転出 増減

194 258 △64 206 303 △97 202 283 △81 185 281 △96
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●中空知定住自立圏共生ビジョンの体系

（２）その対策

・人口減少対策として、各種移住定住促進事業を推進する。

・市外からの転入を促進するため、民間賃貸住宅家賃助成事業を継続する。

・移住体験型住居を活用した「おためし暮らし」を実施することにより、移住のきっか

けづくりを推進する。

・空き家バンク事業｢あかびら住みかエール｣を充実させ、移住・定住の促進を図る。

・市外の大学生等をインターンシップや各種イベントに誘導し、赤平市のことを知って

もらい、就職先や将来的な移住先としてきっかけづくりを行う。

・高等学校や大学など卒業後、Ｕターン就職することで奨学金の返還金が全部又は一部

免除となる人材育成・定住促進奨学金貸与事業を継続させ、地元定着を図る。

目標

・民間賃貸住宅家賃助成事業を活用した転入件数（Ｒ８～Ｒ12合計）90 件

・社会増減数（Ｒ８～Ｒ12 合計）△370 人に緩和する。

Ⅰ 生活機能の強

化に係る政策分

野

１．医療 (1) 救急医療の維持確保対策 ア 在宅当番医制運営事業

イ 病院群輪番制運営事業

ウ 小児救急医療体制支援事業

(2) 圏域医療体制の充実 ア 医療体制の充実

２．福祉 (1) 障がい者福祉の推進 ア 障がい児通所支援事業

イ 地域活動支援センター事業及び相談支援事業

(2) 保育所広域入所事業 ア 保育所広域入所事業

３．教育 (1) 学校教育の充実 ア 言語治療教室通級事業

イ 学校適応指導事業

(2) 国際教育の充実 ア 国際教育の推進

(3) 公の施設の相互利用の推進 ア 公の施設の相互利用の推進

４．産業振興 (1) 鳥獣被害防止対策の推進 ア 鳥獣被害防止対策事業

(2) 地域資源を活用した農商工・

観光振興

ア 観光・物産・交流事業

(3) 雇用・就業支援対策の推進 ア 雇用・就業支援対策事業

５．環境 (1) 廃棄物処理施設等の広域利用の推進 ア 廃棄物処理施設等の広域利用の推進

(2) 消費生活 ア 消費生活相談の広域対応

６．防災・消防 (1) 広域防災体制の連携推進 ア 広域防災体制の連携推進

(2) 消防相互応援体制の整備 ア 消防相互応援体制の整備

Ⅱ 結びつきやネ

ットワークの強

化に係る分野

１．地域公共交通 (1) 多様な公共交通の確保 ア 多様な公共交通路線の確保

２．道路等の交通イ

ンフラの整備

(1) 生活幹線道路の整備 ア 地域を結ぶ道路ネットワークの

構築及び生活幹線道路の整備

イ 冬季の安全な道路交通確保事業

３．交流・移住促進 (1) 交流・移住促進 ア 交流推進、移住・定住促進

４．ＩＣＴインフラ

整備

(1) 行政システムのネットワーク ア 電算システムの共同運用

Ⅲ 圏域マネジメ

ント能力の強化

に係る政策分野

１．人材育成 (1) 職員研修及び大学を活用し

た人材育成

ア 職員研修

イ 大学を活用した人材育成
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（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

１．移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育成

(4)過疎地域持続的発展特別事業

移住・定住 民間賃貸住宅建設・リフォーム助成事業

民間賃貸住宅の割合が低く、住宅の選択肢が

限られているため、民間賃貸住宅の建設・リフ

ォームに助成し、若者が住みやすい住環境整備

を推進する。

市

民間賃貸住宅家賃助成事業

市内の民間賃貸住宅に移り住む転入世帯及

び新婚世帯に対し、家賃を助成する。

※上記の事業を一体的に行うことにより、住環

境の向上並びに移住・定住の促進が図られ、ひ

いては地域経済の活性化につながる。

市

あんしん住宅助成事業

住宅のリフォームや老朽住宅の解体に要す

る費用の一部を助成することにより、定住の促

進や住宅の耐久性、安全性と世帯構成の変化等

に対応した性能の向上が図られることから、過

疎対策に資するものである。

市

おためし暮らし事業

赤平市に移住を検討している方を対象に、一

定期間市内での生活を体験できるおためし暮

らし事業を実施し、移住を推進する。

市

空き家バンク事業

空き家等の有効活用を進めるとともに移

住・定住の促進、住宅ストックの活用を図るた

め、空き家バンク事業｢あかびら住みかエール｣

を実施する。

市

地域間交流 学生地域定着推進広域連携事業

学生地域定着推進広域連携協議会において、

江別４大学の学生に対し、地域活動プログラム

（インターンシップ、イベント参画など）を通

じて、将来的な赤平市への就業・定住を促す。

市

人材育成 人材育成・定住促進奨学金貸与事業

高等学校、大学等に入学又は在学した際の

学資に対する奨学資金貸付について、市内に

Ｕターンして市内企業等に一定期間就労を継

続した場合に貸付金の返済を免除すること

で、人口流出防止と地元雇用の活性化を図る。

市
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３ 産業の振興

（１）現況と問題点

① 石炭鉱業

本市は、石炭鉱業を基幹産業として発展してきたまちである。

本市の石炭鉱業の推移をみると、昭和 36 年には 18 の炭鉱が稼業し、最大出炭量は昭

和 41年に 2,965,000ｔに達した。その後、エネルギー消費構造の転換により、大手炭鉱

（坑内掘炭鉱）は相次いで閉山し、平成６年２月に最後の一山であった住友石炭赤平炭

砿も閉山を余儀なくされた。

縮小、合理化、閉山による結果、人口は急激に減少となり、市の経済やまちの振興を

大きく阻害し、関連下請け企業や地元商工業者に多大な影響を及ぼしている。

●市内の石炭資源の状況

●市内炭鉱の年度別出炭量 （単位：ｔ）

会 社 名 理論埋蔵量 閉 山 日

豊 里 砿 １億４千万ｔ 昭和 42 年３月 31 日

茂 尻 砿 １億５千万ｔ 昭和 44 年５月 30 日

赤 間 砿 ２億６千万ｔ 昭和 48 年２月 27 日

住友石炭赤平炭砿 ８億ｔ 平成６年２月 25 日

年次 茂尻砿 住友赤平炭砿 赤間砿 豊里砿 その他 計 砿数

昭和 35 317,900 1,001,400 140,700 201,200 338,429 1,999,629 16

40 439,000 1,682,900 305,600 245,500 193,614 2,866,614 10

45 ― 1,665,329 507,818 ― 162,550 2,335,697 5

50 ― 1,142,681 ― ― 7,250 1,149,931 3

55 ― 1,167,058 ― ― 84,591 1,251,649 3

60 ― 956,098 ― ― 85,421 1,041,519 4

平成２ ― 540,890 ― ― 40,175 581,065 3

３ ― 526,670 ― ― 31,473 558,143 3

４ ― 478,730 ― ― 14,883 493,613 2

５ ― 423,990 ― ― 17,220 441,210 2

６ ― ― ― ― 15,192 15,192 1

７ ― ― ― ― 16,104 16,104 1

８ ― ― ― ― 15,983 15,983 1

９ ― ― ― ― 19,352 19,352 1

10 ― ― ― ― 20,350 20,350 1

11 ― ― ― ― 38,269 38,269 1

12 ― ― ― ― 39,688 39,688 1

13 ― ― ― ― 37,895 37,895 1

14 ― ― ― ― 36,282 36,282 1

15 ― ― ― ― 41,797 41,797 1

16 ― ― ― ― 43,586 43,586 1



19

資料：赤平市税務課

② 工業

本市の工業は、石炭産業を母体とした関連企業で形成されてきたため、石炭産業への

依存度が非常に高い状況にあった。

炭鉱閉山により産業構造の転換をめざし、経済の振興と雇用の創出を図るため、企業

振興促進条例を制定するなど、企業誘致と地場産業の育成に積極的に努め、旅行用鞄、

食料品、紳士服、木製品、製紙、精密機械、電子用部品、運輸など新たな業種の進出を

果たした。

本市の４つの工業団地については、平成 20 年度にすべて完売したものの、世界的な景

気の低迷等により工業出荷額が落ち込んでいる。

本市の工業出荷額は、平成８年の 368 億円をピークにその後減少を続けたが、近年は

218 億円まで回復し、空知管内の工業出荷額は第４位と上位に位置している。

これまで築き上げてきた工業都市をさらに発展させるため、地場産業の振興をはかる

ことを基本とし、新たなものづくり産業の創出に努めるほか、産業基盤の充実、安定し

た雇用の確保のため戦略的な企業誘致を推進する。

●企業誘致の経緯

資料：赤平市統計書

17～21 ― ― ― ― ― ― ―

22 ― ― ― ― 2,912 2,912 1

23 ― ― ― ― 6,694 6,694 1

24 ― ― ― ― 10,452 10,452 1

25 ― ― ― ― 5,496 5,496 1

26 ― ― ― ― 1,552 1,552 1

27～ ― ― ― ― ― ― ―

創業

年月
企 業 名 主 要 製 品 名

従業

員数
進出元地

Ｓ 45. 1 北海道大賀クロージング㈱ 紳士服 49 大阪府

46. 8 エースラゲージ㈱北海道赤平工場 スーツケース、鞄 120 大阪府

47. 4 空知単板工業㈱ 単板、化粧合板 153 滝川市

49.10 トルク精密工業㈱ 金属プレス部品 88 神奈川県

61. 8 ㈱道央通商北空知支店 貨物運送業 21 岩見沢市

8 ヤマト運輸㈱赤平センター 宅配便業 24 東京都

11 岡田水産北海道㈱ 乾燥ししゃも、海産物 79 山口県

Ｈ 2. 7 ㈱北食 水産物加工、販売 19 山口県

11 赤平製紙㈱ ティッシュ、トイレットロール 88 愛媛県

7. 4 ㈱ニッショウ 住宅建材用部材料 73 東京都

9 ㈱北海道加ト吉 冷凍食品 92 香川県

9. 5 ㈱空知オートパーツ 自動車中古部品 14 砂川市

12. 8 ㈱植松電機 アクティブマグネットシステム 24 芦別市

12 ㈱コスモ・バイオス 健康増進施設－低温サウナ 19 幌加内町

24．3 ㈱日本レイシ 食料品製造業 8 北広島市
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●工業の推移

資料：赤平市統計書

年次
事業

所数

従業者数

（人）

製造品出荷額

（万円）
年次

事業

所数

従業者数

（人）

製造品出荷額

（万円）

平成元 41 1,579 2,338,578 令和元 24 1,083 2,232,183

２ 46 1,783 2,532,775 ２ 24 1,053 1,877,582

３ 45 1,778 2,844,998 ３ 26 1,056 2,136,493

４ 45 1,808 2,993,110 ４ 26 1,009 2,175,447

５ 44 1,809 3,070,216

６ 43 1,752 3,102,955

７ 43 1,861 3,226,335

８ 44 1,949 3,681,061

９ 43 1,946 3,652,556

10 43 1,811 3,070,301

11 40 1,772 3,074,517

12 43 1,776 3,165,808

13 42 1,705 2,988,593

14 40 1,548 2,524,460

15 49 1,539 2,289,471

16 38 1,429 2,421,489

17 33 1,338 2,068,798

18 35 1,301 2,131,332

19 31 1,256 2,231,260

20 27 1,212 2,086,693

21 27 1,173 1,936,178

22 26 1,141 1,996,390

23 24 1,012 1,816,629

24 24 1,184 2,053,851

25 24 1,174 2,099,985

26 26 1,176 2,148,583

27 25 1,148 2,428,304

28 26 1,133 2,272,837

29 23 1,063 1,913,104

30 23 1,122 2,203,067



21

③ 商業

本市の商業環境は極めて厳しい状況にある。炭鉱地区ごとに集落が形成され、それぞ

れの地区ごとにまちが発展し、市全域にわたって商店街が点在していたため、商業の特

性と期待される集団形成が不十分な状況にある。

さらに、炭鉱閉山に端を発した人口減少に伴う購買力の低下、売上減少から、空き店

舗増加などの諸問題が深刻化してきている。

また、国道バイパスや道道の整備による交通体系の変化と近隣市への相次ぐ大型店進

出も影響し、その環境の変化に対応できる魅力ある商店街づくりが課題となっている。

今後は、経営の近代化と商工会議所等関係機関と連携し、地域経済の活性化対策を講

じるとともに、高齢化社会に対応した地域密着型の個性と魅力ある商業環境の整備を推

進し、商業圏の確保に努める必要がある。

また、商店街の街並みや店舗の改善、消費ニーズや利便性、快適性をめざした経営基

盤の改善と環境の変化に柔軟に対応できる人材育成などに努める必要がある。

●商店販売額の推移 （単位：万円）

区 分 昭和 54 年 昭和 57 年 昭和 60 年 昭和 63 年 平成３年 平成６年

卸 売 業 531,929 848,246 834,397 858,416 665,005 284,036

小 売 業 1,556,801 1,835,616 1,865,995 1,978,513 2,291,668 1,586,835

各 種 商 品 Ｘ Ｘ ― Ｘ ― ―

繊維、衣服

身の回り品
234,625 234,496 216,358 185,236 175,642 126,648

飲 食 料 品 662,349 784,941 853,598 1,144,129 1,500,843 820,416

自動車自転車等 Ｘ Ｘ 55,244 75,416 114,649 63,175

家具建具什器 176,635 196,197 163,193 115,591 100,451 90,841

そ の 他 396,855 580,544 577,602 454,207 400,083 485,755

飲 食 店 77,631 83,829 63,569 64,326 ― ―

総 数 2,166,361 2,767,691 2,700,392 2,836,929 2,956,673 1,870,871

区 分 平成９年 平成 11 年 平成 14 年 平成 16 年 平成 19 年 平成 24 年

卸 売 業 246,635 326,429 146,830 106,308 71,293 17,264

小 売 業 1,404,941 1,472,254 1,244,456 1,174,748 1,109,586 701,096

各 種 商 品 ― ― ― ― Ｘ ―

繊維、衣服

身の回り品
108,610 89,106 69,993 82,855 39,166 22,900

飲 食 料 品 803,816 738,045 705,209 647,821 561,086 310,200

自動車自転車等 56,733 232,660 34,415 29,741 27,154 Ｘ

家具建具什器 87,887 59,322 44,559 47,438 63,897 Ｘ

そ の 他 347,895 353,121 390,280 366,893 Ｘ Ｘ

飲 食 店 ― ― ― ― ― ―

総 数 1,651,576 1,798,683 1,391,286 1,281,056 1,180,879 718,360
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●小売業１店当たりの販売額の推移 （単位：万円）

※ Ｘは秘密保持上数字をふせたもの 資料：赤平市統計書

④ 農業

本市の農業は稲作を基幹として、全耕地面積の 80％以上を水田が占めている。

土地利用型作物の小麦・大豆・そば等の生産を展開するとともに、一部の農家では花

き・ほうれん草を中心とした施設園芸作物を導入している。

農業産出額については、令和３年６月 15 日農林水産省公表｢農林業センサス結果等を

活用した市町村別農業産出額の推計結果｣によると、令和元年は６億５千万円である。

農家戸数は、平成 22 年の 104 戸から平成 27 年 77 戸、令和２年では 72 戸と 10 年間で

30.8％減少し、担い手の高齢化や後継者不足から、この傾向は今後も続くと予想される。

このような状況の中で、本市の農業の健全な発展を図っていくためには、売れる米づ

区 分 平成 26 年 平成 28 年 令和３年

卸 売 業 137,920 161,699 125,137

小 売 業 1,040,891 878,522 1,015,391

各 種 商 品 ― ― ―

繊維、衣服

身の回り品
25,289 23,400 Ｘ

飲 食 料 品 391,624 411,600 381,700

自動車自転車等 Ｘ Ｘ Ｘ

家具建具什器 Ｘ Ｘ 39,200

そ の 他 419,174 22,700 17,777 ※ Ｘは秘密保持上数字をふせたもの

飲 食 店 ― ― ―

総 数 1,178,811 1,040,221 1,140,528 資料：赤平市統計書

区 分
各種商品

小 売 店

繊維、衣服、

身の回り品

小 売 店

飲食料品

小 売 店

自 動 車

自 転 車

小 売 店

家 具 建

具 什 器

小 売 店

そ の 他 合 計

昭和 54 Ｘ 3,784 4,475 Ｘ 3,758 4,361 4,300

57 Ｘ 3,844 5,991 Ｘ 4,562 6,522 5,430

60 Ｘ 3,730 6,721 5,022 4,184 7,220 5,923

63 Ｘ 3,632 9,301 6,856 3,502 5,898 6,684

平成３ ― 4,283 13,679 10,422 3,463 5,264 8,615

６ ― 3,957 8,918 7,019 3,244 6,939 6,869

９ ― 4,022 10,718 8,105 3,255 5,352 6,990

11 ― 3,564 11,016 29,082 2,696 5,193 7,749

14 ― 3,043 11,952 5,735 2,228 6,295 7,320

16 ― 3,766 10,980 4,249 2,063 6,219 6,910

19 Ｘ 2,061 12,469 5,431 2,662 Ｘ 7,348

24 ― 1,762 9,124 Ｘ Ｘ Ｘ 6,432

26 ― 2,299 13,987 Ｘ Ｘ 9,112 10,205

28 ― 2,127 14,193 Ｘ Ｘ 4,540 9,247

令和３ ― Ｘ 15,904 Ｘ 3,920 7,866 13,261
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くりを最大の目標に掲げ、必要な量と品質を確保するため、生産者の意向を踏まえなが

ら体制づくりに努めなければならない。

また、主力の水稲に加え、土地利用型作物や施設利用型作物の生産を併せて推進し、

農業所得の維持や拡大を図る必要がある。

今後は、農業関係機関・団体等と、より一層連携を強めながら、特色ある農業の振興

と農業者に対する指導・援助体制の強化に努め、農業者の担い手を確保できるよう農業

経営の改善を進めなければならない。

●農業の推移

※ Ｘは秘密保持上数字をふせたもの 資料：赤平市統計書

年

次

実

農

家

数

農

家

人

口

農 用 地 総 面 積 自

然

野

草

地

家 畜 頭 羽 数

田畑

樹

園

地

採
草
放
牧
地

牛馬豚鶏

(戸) (人) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (頭) (頭) (頭) (羽)

昭和 57 314 1,221 824 148 3 42 38 Ｘ 4 405 19,145

58 307 1,209 824 154 1 36 38 Ｘ 2 368 17,210

59 304 1,195 823 153 ― 38 40 Ｘ 2 449 16,125

60 296 1,156 819 185 1 42 40 Ｘ 1 419 9,121

61 291 1,161 ― ― ― ― ― Ｘ ― ― ―

62 286 1,141 ― ― ― ― ― Ｘ ― ― ―

63 271 1,071 804 181 2 24 ― Ｘ ― 490 9,079

平成元 270 1,053 807 179 1 ― ― Ｘ ― 490 9,079

２ 263 1,020 778 161 1 ― 2 Ｘ ― 85 3,040

３ 258 984 777 161 1 ― ― Ｘ ― ― Ｘ

４ 256 963 772 161 1 ― ― Ｘ ― 800 Ｘ

５ 246 906 767 169 1 44 ― Ｘ ― ― 3,090

６ 230 856 723 193 1 ― ― Ｘ ― ― Ｘ

７ 237 882 749 160 2 29 ― Ｘ ― ― 3,000

８ 233 843 745 187 1 ― ― Ｘ ― ― Ｘ

９ 231 813 729 186 1 ― ― Ｘ ― ― Ｘ

10 212 755 721 130 ― 58 ― Ｘ ― ― Ｘ

11 215 752 726 148 1 ― ― Ｘ ― ― ―

12 174 692 692 109 1 ― ― Ｘ ― ― ―

17 125 440 615 112 1 ― ― Ｘ Ｘ ― ―

22 104 314 614 106 ― ― ― Ｘ ― ― ―

27 77 135 547 113 ― ― ― Ｘ ― ― ―

令和２ 72 116 585 184 ― ― ― Ｘ ― ― ―
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●総人口・総世帯数（農家人口・世帯数）

資料：赤平市統計書

●経営耕地面積規模別・専業兼業別農家数の推移

資料：赤平市統計書

区 分

総人口 総世帯

うち

農家人口

15 歳以上の

農家従事者数

農 家

世 帯

専 農

世 帯

第１種

兼 業

第２種

兼 業

（人） （人） （人） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯）

昭和 45 34,904 2,283 846 9,854 507 184 153 170

50 26,363 1,574 575 8,291 382 131 132 119

55 25,467 1,334 847 8,675 335 93 128 114

60 22,645 1,156 749 8,023 296 80 101 115

平成２ 19,409 1,020 644 7,302 263 89 72 102

３ 19,313 984 ― 7,840 258 69 93 96

４ 18,988 963 ― 7,815 256 65 91 100

５ 18,637 906 755 7,753 246 73 95 78

６ 18,033 856 ― 7,619 230 74 81 75

７ 17,351 882 743 6,884 236 73 68 95

８ 17,316 843 ― 7,529 234 71 81 82

９ 16,997 813 ― 7,527 231 67 76 88

10 16,709 755 ― 7,506 212 63 55 94

11 16,403 752 ― 7,487 215 55 71 89

12 15,753 692 646 6,635 174 41 44 89

17 14,401 440 429 6,202 125 42 36 47

22 12,637 314 301 5,585 104 53 11 40

27 11,105 135 135 4,980 77 45 11 21

令和２ 9,698 116 116 4,494 72 ― ― ―

年

次

農 家 数 例外規定
0.3

～

0.49

ha

0.5

～

0.99

ha

1.0～

1.9

9ha

2.0～

2.99

ha

3.0

～

4.99

ha

5.0

～

7.49

ha

7.5

～

9.99

ha

10.0

～

14.99

ha

15.0

～

19.99

ha

20.0

ha

以上
総

数

専

業

兼

業

0.1

ha

未満

0.1

～

0.29

ha

Ｈ３ 258 69 189 ― 28 19 20 60 66 38 20 5 2

Ｈ４ 256 65 191 ― 29 19 17 61 64 38 20 5 3

Ｈ５ 246 73 173 ― 44 15 39 24 59 36 20 6 3

Ｈ６ 230 74 156 ― 28 13 14 60 49 37 20 5 4

Ｈ７ 237 73 163 2 31 27 61 46 35 25 7 3

Ｈ８ 233 71 163 ― 28 12 17 63 46 35 24 5 3

Ｈ９ 231 67 164 ― 28 12 18 63 45 32 23 5 5

Ｈ10 212 63 149 1 25 26 55 37 37 20 6 5

Ｈ11 215 55 160 ― 21 29 62 43 29 17 8 3 3

Ｈ12 174 41 133 ― 1 22 58 38 29 11 7 5 3

Ｈ17 125 42 83 ― ― 4 10 41 24 28 12 6

Ｈ22 104 53 51 ― ― 4 8 28 21 25 11 7

Ｈ27 77 45 32 ― ― 2 300 20 15 18 10 9

Ｒ２ 72 ― ― 1 1 1 1 13 15 18 14 8
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⑤ 林業

北海道林業統計によると、令和５年度、本市の林野面積は9,458haで全市面積の約73％

を占めており、内訳は国有林 1,451ha、道有林 4,107ha、市有林 896ha、民有林 3,004ha

と、それぞれの経営計画により管理されている。

林業を取り巻く情勢は厳しいが、豊かな森林資源の活用は木材生産にとどまらず、国

土保全、水源の涵養、自然環境との調和を図りつつ、森林空間を活かした保養休養の場

など多目的、公益的な整備が必要である。

また、森林の保全と緑資源を確保するための間伐、保育、造林事業の高能率を確保す

るための林道網の整備、林業生産基盤の整備など森林の総合的な整備が必要である。

⑥ 観光

本市の観光開発は「まちづくり」という観点から、地域づくりと産業振興を一体的に

捉え、住む人にとって潤いのある快適な都市環境づくりと雇用創出が図られる観光資源

の有効活用をめざしている。

近年、観光に対する意識の変化が表れ、観る観光から参加体験型の観光へと移り始め、

アウトドアなど自然を求める観光産業が人気を集めている。本市は豊かな自然資源に恵

まれており、炭鉱閉山による産業構造の転換が求められている現状の中で、地場資源を

活かした赤平らしい観光地に育て上げるため、エルム高原（家族旅行村、保養センター、

ケビン村、オートキャンプ場）、空知川などの自然のほか、炭鉱遺産や街並み、公園など

の各種建物、文化財、地域文化等を有効的な観光資源として活用しなければならない。

また、北海道でも知名度が高いあかびら火まつり、あかびら春らんまんフェスタなど

の既存イベントを市民参加により育てることや農商工連携による赤平産業フェスティバ

ルを開催し、交流人口の増大を図っている。

●観光行事集客数 （単位：人）

●エルム高原施設別利用状況 （単位：人）

資料：赤平市統計書

区 分 H28 H29 H30 R 元 R２ R３ R４ R５ R６

らんフェスタ赤平 9,701 9,662 7,246 7,377 中止 中止 中止 5,465

あかびら春らんまんフェスタ 2,322

あかびら火まつり 32,000 27,000 30,000 32,000 中止 ｵﾝﾗｲﾝ開催 4,000 29,000 33,000

産業フェスティバル 4,000 4,500 5,000 5,000 中止 中止 中止 5,500 6,000

エルム高原祭り 1,000 1,000 1,200 1,500

計 46,701 42,162 43,446 45,877 － － 4,000 39,965 41,322

区 分 H29 H30 R 元 R２ R３ R４ R５ R６

保養センター 103,549 101,187 100,669 89,332 89,129 101,896 115,013 96,851

ケ ビ ン 村 5,073 4,492 4,610 2,534 3,125 4,132 4,451 4,617

家 族 旅 行 村 32,424 28,914 35,646 26,309 23,907 33,288 32,011 31,149

オートキャンプ場 4,524 4,067 5,102 4,648 4,236 4,651 4,777 4,235

計 145,570 138,660 146,027 122,823 120,397 143,967 156,252 136,852
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（２）その対策

・閉山炭鉱跡地や炭鉱遊休地の有効利用を図るため、環境整備等に関する財源措置の確

立を求め地域振興を図る。

・企業誘致及び地場産業の開発を促進する。

・雇用の場の創出・拡大に努め、既存企業及び進出企業への支援策を進める。

・中小企業の経営多角化、事業転換等の体質強化を促進するため、融資制度等の施策を

推進する。

・既存企業、誘致企業の育成を図るため、異業種間交流を促進する。

・潤いと憩いのある空間を創出し、個性と魅力あふれる中心商業地域再開発事業を推進

する。

・市内での起業を促進し、地域経済の活性化を図る。

・スーパープレミアム付商品券の発行やイルミネーション助成、店舗近代化促進事業な

どの地域商業活性化事業を行い、地域経済の発展に努める。

・高齢化社会に対応した地域密着型商店街の形成を進める。

・消費者ニーズに対応した共同事業の推進に努める。

・地域間交流、生涯学習の拠点施設である「交流センターみらい」を中心とする駅前周

辺開発事業を推進する。

・農業の生産基盤体制を強化し、農業環境の充実を図る。

・良質米の安定生産を図り、経営規模の拡大と稲作、畑作、花き、畜産などの複合経営

を推進する。

・農産物の地産地消や付加価値の高い特産品の開発を進める。

・農業後継者、担い手の確保に向けた取り組みを推進する。

・森林整備計画に基づく計画的な林業経営の促進と林業生産の拡大、森林の公益的機能

の拡充に努める。

・森林の造成、森林資源の集約的利用を促進するため、林道網の整備を図る。

・森林整備を推進し自然環境保全に努める。

・森林環境譲与税の活用により、森林整備の推進、人材育成・担い手確保及び木材利用

の促進に努める。

・観光産業の核施設として、エルム高原周辺整備を促進する。

・北海道遺産として認定を受けている炭鉱遺産を観光資源として、空知産炭地域のネッ

トワーク化を図り、新たな観光ルートを創出する。

・火まつり、春らんまんフェスタ、産業フェスティバルなどを開催しイベントの充実を

図り、地域活性化につなげる。

目標

・新規学卒者就業者数（Ｒ８～Ｒ12 合計）175 人
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（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

２．産業の振興 (1)基盤整備

農 業 多面的機能支払事業

水利施設管理強化事業

水利施設等保全高度化事業

市

国

市

林 業 豊かな森づくり推進事業 市

(6)起業の促進 起業支援事業 市

(9)観光又はレクリエーション エルム高原施設改修事業 市

(10)過疎地域持続的発展特別事業

商工業・６次産業化 地域商業活性化事業

商工会議所が発行する地域商品券にプレ

ミアをつけ、プレミアム分を市が支援、商店

街の街路灯やイルミネーション、店舗の改修

への助成をすることは、地域経済の活性化、

商店等の事業継続にもつながり、住民が地元

で消費できる店舗を残すことは、高齢化、人

口減少が進行する本市にとって必要不可欠

であり、過疎地域の持続的発展を図る。

市

産業振興事業

企業が市内に工場や特定施設を新設、増設

及び更新する事業に対する助成や課税免除、

新製品の開発や既存製品改良等に要する費

用の一部を中小企業に助成するほか、企業の

人材育成を目的とした研修等を実施する赤

平市産業振興企業協議会に対する助成を行

うことにより、地場産業の振興と市域経済の

活性化を図る。

市

観 光 エルム高原施設管理事業

観光産業の核施設であるエルム高原施設

について、利用者が快適に利用できるように

維持補修を行い、指定管理者制度の導入によ

りサービスの向上及び効率的な管理運営並

びに地域の活性化を図る。

市

観光イベント事業

「あかびら火まつり」「あかびら春らんま

んフェスタ」「赤平産業フェスティバル」な

どのイベントに対する助成として観光協会

などに補助金を交付するほか、特産品推進協

議会による農産物や食料品などの地場産品

や特産品のＰＲや販路拡大を行うことで地

域の活性化を図るとともに、近隣市町と連携

し、交流・関係人口の拡大により、将来的効

果をもたらす事業とする。

市

その他 農業後継者・担い手サポート事業

農業の持続的、安定的な発展を図るため、

基礎的農業の知識・技術・経営能力の取得を

目的とした研修や講習、農業機械免許の取

得、農産物の販路拡大、電牧柵の設置、農業

用ドローンの免許取得、更新にかかる経費の

一部を助成する。

市
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（４）産業振興促進事項

①産業振興促進区域及び振興すべき業種

②当該業種の振興を促進するために行う事業の内容

上記｢(２)その対策｣及び｢(３)事業計画｣のとおり。

なお、本区域における産業の振興については、中空知定住自立圏や中空知広域市町村

圏組合など、様々な自治体との連携を図る。

（５）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

(11)その他 中小企業融資（保証料・利子補給）

中小企業倒産関連融資利子補給

森林環境譲与税事業

市

市

市

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考

赤平市全域
製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館業

令和８年４月１日～

令和 13 年３月 31 日
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４ 地域における情報化

（１）現況と問題点

めざましい技術革新により、情報通信技術が発達し、パソコンやスマートフォン等の

普及にみられるように、インターネットは最も身近な情報発信・受信の手段となってい

る。

本市には、光回線などによる高速インターネットや地上デジタル放送中継局の整備を

終えており、高度情報化に対応した基盤整備が進んできた。

また、これまでも Wi-Fi 環境の整備に取り組んできたが、観光や防災の観点からもさ

らに拡充も必要である。

Society5.0 の実現に向けた｢５Ｇ｣の実用化が進むなど、情報通信技術は日々進歩して

おり、IoT 技術の進歩を踏まえ、国内における普及状況や市民ニーズに合わせた対応が

求められる。

一方、こうした情報通信技術の発達は、地域住民の情報格差が懸念されるため、誰も

が平等に情報発信・受信可能な状況の構築が求められる。

（２）その対策

・情報化社会に対応できる人材の育成を図る。

・各市町村間を結ぶ情報ネットワークの形成を図る。

・Wi-Fi 環境の整備拡充を行う。

・地域住民が情報通信技術を活用できる基盤整備、能力の向上を図る。

目標

・市民アンケート調査による｢情報通信環境｣満足度の向上

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

３．地域における

情報化

(1)電気通信施設等情報化の

ための施設

その他の情報化のための施設 公衆無線ＬＡＮ環境整備事業 市
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保

（１）現況と問題点

① 道路

本市は道央空知地域の中央やや北側に位置し、近くには国土開発幹線道路である北海

道縦貫自動車道滝川インターチェンジがあり、また本市を東西に横断している国道 38 号

は、道東方面への重要な幹線として利用されていることから、幹線道路や市街地域内道

路など総合的な交通体系の整備を促進する必要がある。

本市の道路状況は国道、道道、市道の延長が 203 ㎞に及び、市道はその約 80％を占め

ており、市民生活と産業経済活動に欠くことのできない道路網を形成している。

国道については交通の円滑化、地域経済の活性化を図るため広域的道路網の整備とし

て国道 38 号の４車線化が望まれる。

道道については国道、市道そして周辺市町村と有機的に接続されており、今後におい

ては赤平奈井江線の整備（横断管渠）が望まれる。

市道については、市民生活に密着し日常生活に不可欠な道路であり、道路整備に対す

る市民要望は増加してきており、計画的な整備を進める一方、老朽化した道路施設や橋

梁など、適切な維持管理のもと長寿命化を推進しなければならない。

都市計画街路の整備については、令和２年 12 月に策定された計画期間を令和３年度か

ら令和 22 年度までとする「都市計画マスタープラン」をもとに、産業構造の変化や都市

景観、市街地再開発等に配慮し、幹線道路及び生活道路の整備促進に努める必要がある。

農道については、農業基盤整備のみならず、生活基盤の向上を図るとともに、市民の

生活道路としての役割を担っていることから、市道網との一体的な整備が必要である。

林道については、森林の保全と緑資源を確保するため、林道網の整備に努めなければ

ならない。

●市内の道路状況 （令和６年４月１日現在）

資料：赤平市統計書

区 分 総 数 国 道 道 道 市 道

実延長（km） 202.6 16.4 25.2 161.0

現
況
別

改良済（㎞） 159.4 16.4 25.2 117.8

未改良（km） 43.2 0 0.0 43.2

改良率（％） 78.7 100.0 100.0 73.2

路
面
別

砂利道（km） 48.2 0 0.2 48.0

舗装道（km） 154.4 16.4 25.0 113.0

舗装率（％） 76.2 100.0 99.2 70.2
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② 交通機関

本市の公共交通機関としては、ＪＲと路線バスが運行されている。

鉄道は滝川を起点とする根室本線があり、沿線各都市との地域間交流と大量輸送機関

として重要な役割を果たしているが、産業構造の変革、道路網の発展とともに沿線の過

疎化及び都市間高速バスの運行により利用客は年々減少している。ＪＲ北海道は、根室

線（滝川～富良野間）を単独では維持困難な線区として平成 28 年 11 月公表し、沿線市

町で構成する根室本線対策協議会において、利用促進など路線の維持存続に向けた取り

組みを積極的に行うと同時に財政負担も行ってきた。

バスは民間事業者により運行されており、市内及び近隣市、主要都市と結ばれている。

特に、都市間高速バスの運行は、地域住民の生活圏拡大などの利便性を高めている。し

かし、路線バスについては、通院、通学など市民生活に密着し市民の足として利用され

ているものの、過疎化、自家用自動車の普及などによる利用者の減少に歯止めがかから

ず、路線の維持存続のため沿線自治体が赤字全額を負担している状況にある。

（２）その対策

・国道４車線化などの整備を促進する。

・広域ルートとしての道道整備を促進する。

・市道については、生活路線として狭隘な道路及び未改良・未舗装道路の計画的な整備

及び老朽化した道路・橋梁の長寿命化対策を推進する。

・都市計画街路の事業促進を図る。

・農道、林道の計画的な整備を促進する。

・冬期間の交通安全確保のため、道路の除排雪体制の充実を図る。

・関係機関との連携による災害発生の監視と情報提供を図る。

・鉄道、路線バス、ハイヤーなど既存の地域公共交通の維持確保に努める。

・既存の鉄道・バスによる移動を補完するとともに、自家用車や公共交通機関の利用が

困難な方の移動手段を確保するため、乗合タクシーを運行する。

・交通空白地域の解消を図る。

目標

・ＪＲ１路線（根室線）、中央バス２路線（滝芦線・歌志内線）の維持
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（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

４．交通施設の整

備、交通手段の

確保

(1)市町村道

道 路 市道整備事業

排水整備事業

市

市

橋りょう 橋梁長寿命化事業 市

その他 道路付属物更新事業 市

(8)道路整備機械等 雪寒機械購入事業 市

(9)過疎地域持続的発展特別事業

公共交通 地域公共交通活性化事業

既存の地域公共交通機関の維持確保に努め

るとともに、交通空白地域の解消のため、赤

平市地域公共交通活性化協議会等による地域

公共交通活性化事業を展開し、安心して暮ら

せるまちづくりを目指す。

市
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６ 生活環境の整備

（１）現況と問題点

① 上水道

本市の水道事業は、昭和 30 年に給水供用を開始して以来 70 年を経過している。この

間、８次にわたる拡張事業を実施し、未整備地域の解消や水道施設の整備改修を行い安

定した給水に努めてきた。令和６年度末現在、水道普及率は 98.5％となっている。

本市の特徴として、石炭企業による炭鉱専用水道が整備されていた。しかし、平成６

年２月の炭鉱閉山により、この専用水道が廃止されたため赤平市上水道区域に統合し、

第８次拡張事業により施設の整備を行った。

近年は人口減少に伴い水需要は減少する傾向にあるが、今後も水資源の確保、供給施

設の整備、水の有効利用を推進するとともに、水道事業の各種計画と整合性を図りなが

ら、公営企業体としての経営健全化を図るため、事業運営基盤の改善、強化に努める必

要がある。

② 下水道

本市の下水道事業は、昭和 49年より石狩川流域下水道事業に参画以来、流域下水道及

び市公共下水道の両面から整備を行い、平成２年３月 28 日から一部供用を開始し、順次

供用開始地区の拡大を行っている。

令和６年度末現在の下水道整備状況は、事業認可区域における計画面積 705ha、整備

面積 434ha、管渠延長汚水分 83,516m、雨水分 12,081m、整備率は 79.2％である。また、

処理区域面積は 434ha で水洗化人口率は 92.4％となっている。

下水道の整備は、生活環境面から必要不可欠な施設であり、今後も計画的な整備処理

地域の拡大を進め、快適な居住環境の実現を図る必要がある。

③ 環境衛生

本市においては、平成 15年４月からゴミの分別収集を開始し、３市２町の中空知衛生

施設組合において、ゴミの減量化・リサイクル化を図っている。

今後も人と自然が共生することを基本として、環境負荷を最小限に抑え循環型のゴミ

処理システムの構築を図り、近隣市町が連携し、より経済的、効率的に課題を解決して

いくためのシステム向上に努めなければならない。

し尿及び浄化槽汚泥の処理について、現在、石狩川流域下水道組合奈井江浄化センタ

ーに運搬しているが、効率的な運搬を図るため、本市のし尿貯留施設（旧赤平市浄化セ

ンター）も活用している。下水道の普及などにより年々処理量は減少してはいるものの、

引き続き、し尿貯留施設の活用が不可欠であるため、当面は計画的な維持補修を継続す

る。
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④ 消防

近年、都市化の進展と建築構造、生活様式の変化などにより、火災の態様は複雑化、

多様化しており、風水害などの自然災害や交通事故等の災害も多く、特に救急業務は年々

増加の傾向にある。

平成 26 年４月からは近隣３市２町で構成する「滝川地区広域消防事務組合」に加盟し

広域的な消防行政を行っているが、今後も消防施設・装備の一層の近代化、科学化を進

めるとともに消防団の活性化を図らなければならない。

また、近年の多種多様なライフスタイルの変化等に伴い、より一層の高度な知識と技

能を要する救命救急活動が求められており、市民及び市外からの来訪者の救命率向上の

ため、消防職員の教育訓練を行い、さらなる資質の向上に努める必要がある。

さらに、青年や女性を中心に地域住民の消防団への参加促進を図るなど、消防団の活

性化に努めるとともに、民間防火組織の指導育成に努め、防火思想の普及徹底を図り、

市民生活の安全と豊なまちづくりを推進する必要がある。

⑤ 住環境

本市の住宅政策は昭和 27 年に始まり、市営住宅や道営住宅、雇用促進事業団住宅など

の建設により、老朽化住宅や不良環境整備の改善に努めてきた。

しかし、建築年数の経過とともに、老朽化や狭小などで居住水準の低い住宅もあり、

今後も建替事業などによる住環境の向上に努める必要がある。

また、平成６年２月の閉山に伴い、住友地区炭鉱改良住宅の建替事業の推進と同地区

周辺の住環境整備が喫緊の課題となった。このため、現在の福栄団地については、平成

10 年度から建替事業に着手し、計画的な整備を進めてきたところである。

現在、主要な建て替えは完了したものの、人口減少、空き家の増加という課題に直面

していることから、住環境整備の基本方針を「新規供給・建替中心」から「既存ストッ

クの活用・長寿命化・居住の集約」へと転換し、既存の公的住宅の計画的な改修、性能

向上リフォーム、長寿命化対策を最優先で実施し、財政負担の軽減と資産活用を図る。

同時に、居住の集約化を推進し、公的住宅の配置を最適化することで過疎化を抑制する。

また、勤労者の定着や定住促進のため、既存ストックを若年層・子育て世帯向けに改

修・転用するとともに、高齢者・障がい者ニーズに応じた安全性の高い住宅供給にも努

める。

これらの施策とともに、公園、緑地、防犯灯の適切な維持管理を通じて良好な居住環

境を形成し、安全で快適な都市景観の創出と地域づくりを推進する。

（２）その対策

・水道施設の整備改修を促進し、水の安定供給を図る。

・良質な水の供給を確保するため、水質検査の強化及び水質、水量の適正保持を図る。

・公共下水道、流域下水道の計画的な施設整備を推進するとともに、施設の健全な維持

と保守管理に努める。
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・浄化槽の整備を促進し、公共下水道計画区域外の生活環境の向上に努める。

・水洗化の促進と普及を図る。

・し尿貯留施設の計画的な維持補修に努める。

・消防防災体制の充実と強化を図るため、施設・装備の近代化・科学化を推進する。

・消防職員の教育訓練を強化し、資質の向上を図るとともに消防団の活性化を図る。

・防火思想の普及を図り、安全なまちづくりを推進する。

・市営住宅の建替事業（集約化・改修を含む。）を計画的に推進し、住環境の整備を図る。

・高齢社会に対応した高齢者向け住宅及び子育て世帯用住宅の整備を促進する。

・既設市営住宅の長寿命化型改善事業を推進する。

・定住促進のため、住宅団地の造成・分譲などを積極的に進める。

・公園、緑地等を適切に維持管理し、快適な居住環境を形成する。

・町内会等が所有する防犯灯や街路灯の省エネ電球への取換え及び電気料について助成

し、防犯灯、街路灯の維持と環境対策を推進する。

目標

・利活用しない公共施設の除却を促進する。

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

５．生活環境の整

備

(1)水道施設

上水道 送配水施設改良事業 市

(2)下水処理施設

公共下水道 公共下水道事業

管渠の整備 Ａ＝705ha

市

石狩川流域下水道中部地区事業費負担金 道

(3)廃棄物処理施設

ごみ処理施設 中・北空知廃棄物処理広域連合負担金

中空知衛生施設組合負担金

市

市

(4)火葬場 中空知衛生施設組合負担金（火葬場分） 市

(5)消防施設 滝川地区広域消防事務組合負担金

消防自動車更新事業

市

市

(6)公営住宅 公営住宅建設事業

市有住宅整備事業

公営住宅長寿命化型改善事業

公営・改良住宅整備事業

改良住宅建替事業

公営住宅整備事業

市

市

市

市

市

市
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

公営住宅等移転集約事業

公営住宅等住替集約事業

公営住宅等高齢化対策事業

市

市

市

(7)過疎地域持続的発展特別事業

危険施設撤去

公的住宅除却事業

人口減少による入居者数の減少や施設の老

朽化が著しい公的住宅を除却することによ

り、地域の景観の保全・防犯対策など快適な

まちなみの創出を図る。

市

公共施設除却事業

今後の活用が見込めなくなった公共施設を

除却することにより、地域の景観の保全・防

犯対策など快適なまちなみの創出を図る。

市

防災・防犯 防犯灯、街路灯維持費補助金

市内にある町内会等が所有する防犯灯、街

路灯の電気料金の一部を助成することによ

り、住民の安全・安心な暮らしの確保を図る。

市

(8)その他 公園施設整備事業

普通河川改修事業

ごみ収集車更新事業

市

市

市
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（１）現況と問題点

① 高齢者福祉

本市における 65 歳以上の高齢者比率は 48.1％（令和２年国勢調査）で、全国や全道

平均よりも高く、過疎化により今後ますます高齢化への進行が予想される。

このような状況の中、第９期赤平市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、

｢高齢者の尊厳を守る｣｢高齢者の自立と自己決定を尊重する｣｢高齢者の社会参加の促進

と支え合いを進める｣の３つの基本理念を定め、各種基本目標をはじめ、各種健康診査や

健康相談、介護予防、老人クラブ活動などの生きがい対策等、様々な施策の推進に努め

ている。

老人福祉施設としては、特別養護老人ホーム２ヶ所（愛真ホーム、エルムハイツ～デ

イサービスセンター併設）、シルバーハウジング、ケアハウス、認知症対応型共同生活介

護施設や高齢者集会所が整備され、多くの高齢者の利用に供している。

永年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者が、生きがいのある豊かな老後を送る

ことができるよう、社会参加機会の創出による生きがい対策や健康保持と生活安定など、

今後もきめ細かな施策を展開しなければならない。

また、「介護保険制度」は高齢社会に対応する大きな柱であり、円滑な運用を図るため

のサービス向上など、積極的な取り組みが求められるとともに、健康づくりと介護予防

対策の充実・認知症対策の推進を図り、保健・医療・福祉等を総合的かつ一体的に提供

できるよう努める必要がある。

●人口構造

資料：国勢調査

年

Ａ

総人口

（人）

Ｂ

０～14 歳

（人）

Ｃ

15～64 歳

（人）

Ｄ

65 歳以上

（人）

年齢別割合％

15 歳未満

(Ｂ／Ａ)

（％）

15～64 歳

(Ｃ／Ａ)

（％）

65 歳以上

(Ｄ／Ａ)

（％）

昭和 35 54,635 20,516 32,513 1,606 37.6 59.5 2.9

40 46,646 14,231 30,602 1,813 30.5 65.6 3.9

45 34,904 8,672 24,284 1,948 24.8 69.6 5.6

50 26,363 5,701 18,514 2,148 21.6 70.2 8.2

55 25,467 4,931 17,924 2,612 19.4 70.4 10.2

60 22,645 3,920 15,596 3,129 17.3 68.9 13.8

平成 2 19,409 2,718 13,088 3,603 14.0 67.4 18.6

7 17,351 2,003 11,158 4,190 11.5 64.3 24.2

12 15,753 1,572 9,472 4,709 10.0 60.1 29.9

17 14,401 1,390 8,023 4,988 9.7 55.7 34.6

22 12,637 1,072 6,655 4,909 8.5 52.7 38.8

27 11,105 835 5,306 4,964 7.5 47.8 44.7

令和 2 9,698 603 4,280 4,669 6.2 44.1 48.1
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●総人口及び 65 歳以上人口の推移＜国勢調査＞ （単位：人・％）

区 分
昭和 50 年 昭和 55 年 昭和 60 年 平成２年

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

0歳～14 歳 5,701 21.6 4,931 19.2 3,920 17.3 2,718 14.0

15 歳～64 歳 18,154 70.2 17,924 70.0 15,596 68.9 13,088 67.4

40 歳以上 11,991 45.5 12,536 48.9 12,142 53.6 8,154 42.1

65 歳以上 2,148 8.2 2,612 10.8 3,129 13.8 3,603 18.6

70 歳以上 1,221 4.6 1,476 5.8 1,870 8.3 2,290 11.8

75 歳以上 569 2.2 712 2.8 933 4.1 1,240 6.3

80 歳以上 216 0.8 275 1.1 346 1.5 535 2.8

85 歳以上 78 0.3 67 0.3 97 0.4 180 0.9

人 口 26,363 100.0 25,467 100.0 22,645 100.0 19,409 100.0

区 分
平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

0歳～14 歳 2,003 11.5 1,572 10.0 1,390 9.7 1,072 8.5

15 歳～64 歳 11,158 64.3 9,472 60.1 8,023 107 6,655 52.7

40 歳以上 7,170 41.3 6,092 38.7 5,295 36.8 4,428 35.0

65 歳以上 4,190 24.2 4,709 29.9 4,988 34.6 4,910 38.8

70 歳以上 2,830 16.3 3,214 20.4 3,655 25.4 3,787 30.0

75 歳以上 1,666 9.6 2,049 13.0 2,329 16.2 2,572 20.3

80 歳以上 821 4.7 1,087 6.9 1,354 9.4 1,463 11.6

85 歳以上 309 1.8 450 2.9 632 4.4 718 5.7

人 口 17,351 100.0 15,753 100.0 14,401 100.0 12,637 100.0

区 分
平成 27 年 （参考）H27構成比 令和２年 （参考）R２構成比

人口 構成比 国 道 人口 構成比 国 道

0歳～14 歳 835 7.5 12.5 11.3 603 6.2 12.0 10.8

15 歳～64 歳 5,306 47.8 60.0 59.3 4,280 44.1 59.3 57.0

40 歳以上 3,554 32.0 33.2 34.3 2,889 29.8 26.9 27.6

65 歳以上 4,964 44.7 27.5 29.4 4,669 48.1 28.8 32.2

70 歳以上 3,730 33.6 18.7 20.6 3,735 38.5 18.7 21.9

75 歳以上 2,727 24.6 12.7 14.3 2,624 27.1 12.6 14.8

80 歳以上 1,682 15.1 7.7 8.8 1,760 18.1 7.5 8.5

85 歳以上 832 7.5 3.8 4.4 940 9.7 4.0 4.2

人 口 11,105 100.0 100.0 100.0 9,698 100.0 100.0 100.0
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② 子ども・ひとり親家庭福祉

近年、急速な少子化や依然として続く核家族化の進展に伴い、児童福祉に対する需要

は増大し多様化してきており、家庭環境は著しく変化している。

本市は、こうした児童の環境を改善し向上を図るため、児童の健全育成、保育の充実、

ひとり親家庭等への支援に努めてきている。

児童福祉施設としては、公立認可保育所２ヵ所、児童センター１カ所、平成 12 年度か

らは子育て支援センターも開設し育児支援を行っている。

安心して産み育てられる環境づくりや全ての児童が心身ともに健やかに成長できる良

好な環境づくりを推進し、保健福祉の向上に努める必要がある。

また、生活の安定と経済的自立を助長するため、母子父子寡婦福祉資金の貸付、母子

家庭等自立支援給付、ひとり親家庭等医療費助成、母子・父子自立支援員による生活相

談・指導等を行っている。

③ 障がい者（児）福祉

心身や社会的、経済的にハンディキャップを負う障がい者（児）に対して、ノーマラ

イゼーションの理念をもとに、地域社会が一体となって援助することにより、地域で共

生できる環境づくりを進めることは社会の責務である。

明るく心の通う障がい者福祉の推進のため、心身障がい者（児）の早期療養体制の強

化と自立、社会参加及び地域住民の正しい障がい者観を確立し、在宅福祉サービスの強

化を図り総合的な支援を進めなければならない。

（２）その対策

・地域福祉向上のため、ボランティア活動や市民参加型の福祉活動、人材育成を促進する。

・高齢者福祉施設等の充実を図る。

・老人クラブの育成に努めるとともに、スポーツ、レクリエーションを推進し、高齢者

の健康増進や生きがい対策を図る。

・ひとり暮らしの高齢者対策として、緊急通報システム体制の整備やモバイル型救急通

報システム等の整備を図る。

・地域ケアサービス推進体制の整備を図り、介護予防施策の充実に努める。

・ホームヘルプ・デイサービスなどの在宅支援サービスの充実を図り、自立や社会参加

活動を促進する。

・赤平市高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画をもとに、高齢者福祉施策を推進する。

・子ども・子育て支援計画をもとに、児童福祉施策を推進する。

・健康を維持し、がん予防対策を図る。

・家庭環境を向上するため、子育て支援センターの充実を図る。

・放課後子供教室及びあかびら児童クラブの充実を図る。

・障がい者福祉計画をもとに、障がい者福祉施策を推進する。

・ノーマライゼーション思想の普及を図り、社会参加の促進に努める。
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・障がい者福祉施設の充実を図る。

・社会福祉協議会や各種福祉団体と連携を図り、在宅支援サービスの充実に努める。

・様々な事情により、ひとり親になっても本市での暮らしを継続できるよう経済的負担

の軽減を図る。

・子ども、ひとり親家庭等、重度心身障害者の医療費の助成を行い、安全・安心な生活

を確保する。

目標

・市民アンケート調査による｢赤平市に住み続けたい｣市民の割合 75％（Ｒ12）

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

６．子育て環境の

確保、高齢者等

の保健及び福

祉の向上及び

増進

(1)児童福祉施設

保育所 保育所整備事業 市

(8)過疎地域持続的発展特別事業

児童福祉 子ども医療費助成事業

高校卒業時までの乳幼児や児童、生徒の医療

費を全額助成することにより、子育て世代への

経済的負担の軽減を図り、安心して産み育てら

れる環境づくりが推進でき少子化対策に資す

るものである。

市

高齢者・障害者福祉 重度心身障害者医療費助成事業

重度の障がいのある方の医療費を助成する

ことにより、地域住民の安全・安心な生活を確

保でき過疎対策に資するものである。

市

重度障害者福祉タクシー助成事業

重度身体障害者でバス等公共交通機関を利

用することが困難なものに対し、生活圏の拡大

及び経済的負担を軽減するため、タクシーチケ

ットを交付し、障がい者が安心して暮らせるま

ちづくりを図る。

市

社会福祉協議会委託金

高齢者の福祉事業である電話サービス、食事

サービス、除雪サービスなどを社会福祉協議会

の委託事業として行うことにより、高年齢者の

健康で生きがいのある生活の実現と福祉の向

上を図り、地域の活性化につながる。

市

保養サービス事業

高齢者の方に、保養センターのサービス保養

券を配ることにより、高齢者の方の保養による

健康増進と外出することによる閉じこもりの

防止図ることにより、安心して暮らせるまちづ

くりや高齢者の社会参加、生きがいの促進及び

心身の健康保持を図られる。

市

老人クラブ等運営費補助事業

市内の各老人クラブや老人クラブ連合会の

運営費の一部について補助金を交付すること

により、高齢者の生きがいや交流を生みだし、

健康で活発に暮らせる環境の向上を図る。

市
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

高齢者世帯等除雪費助成事業

高齢者等で自力での除雪が困難な世帯の方

が、個人や事業者等に除雪を依頼した費用の一

部を助成することにより冬期間における生活

不安を解消し、安心・安全の確保と福祉の増進

を図る。

市

その他 ひとり親家庭等医療費助成事業

18 歳までの子を扶養するひとり親家庭に対

し、親及び子の医療費の一部助成を行うことに

より、子育て世代のへ経済的負担の軽減を図

り、安心して産み育てられる環境づくりが推進

でき少子化対策に資するものである。

市

ひとり親世帯への助成事業

ひとり親世帯が子どもを養育する期間にお

いて、家賃の一部助成並びに入学支度金助成を

行い、養育費の負担を軽減し、安心して産み育

てられる環境づくりが推進でき少子化対策に

資するものである。

市

予防接種助成事業

高校生以下の子どもを持つ家庭にかかる予

防接種費用を助成することにより生活の安定

を図り、安心して育てられる環境づくりや健全

な育成を図る。

市
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８ 医療の確保

（１）現況と問題点

医学や医療技術の進歩は著しく、また国民自身の健康に対する自己意識も高まり、平均

寿命は伸展しているが、一方、慢性疾患に悩む人々も増えている。

生活習慣病の増加など、疾病構造の変化により新しい形態の疾患が増加しており、慢性

化した病気に対応した予防と治療が必要となっている。

このため、疾病の予防や早期発見、早期治療に向けた、乳幼児健診、生活習慣病検診、

老人健康相談など各種検診等多種多様な業務を行い、市民の健康増進を図っている。

あかびら市立病院は、平成 20 年度の資金不足比率が経営健全化基準を上回る 81.2％と

なり、これを受けて平成 22 年３月、経営健全化計画を策定。その後、平成 23 年度には経

常収支の黒字化を達成するとともに、資金不足を全額解消するに至っている。平成 26 年度

には念願であった病棟建替え工事が完了し、平成 27 年４月から運用を開始した。さらに、

平成 27 年度には旧病棟の除却工事を実施し、平成 28 年度の跡地外構整備をもって一連の

工事は完了した。

院内においては、オーダリングシステム及び電子カルテの整備を進め、業務のスリム化

を図っている。一方で、医療機器は高額なものも多く含まれるため、他施設への検査依頼

も視野に入れつつ、適切な更新計画を策定し、着実に推進していく必要がある。

また、診療棟・管理棟は建設から約 30 年が経過しており、施設の維持管理に関しては大

規模改修を検討する時期に差しかかっている。

これからの地域医療を守るためには、各医療機関との連携が不可欠である。そのために

は、医療情報システムの連携構築を進めるとともに、地域における役割と高齢化社会への

対応を図り、市民及び地域住民の皆さんが安心して暮らせる医療環境の充実に努めていか

なければならない。

●医療施設、従事者の状況 （単位：人）

年

施 設 数 病 床 数 医 療 従 事 者 数

総

数

病

院

診

療

所

歯
科
診
療
所

総

数

病

院

診

療

所

総

数

医 師 薬

剤

師

保

健

師

助

産

師

看 護 師

医

師

歯
科
医
師

看

護

師

准
看
護
師

平成 18 14 2 7 5 617 617 － 373 29 7 25 7 3 129 174

19 14 2 7 5 586 586 － 373 29 7 25 7 2 129 174

20 14 2 7 5 546 546 － 355 29 6 25 7 1 120 167

21 14 2 7 5 546 546 － 355 29 6 25 7 1 120 167

22 12 2 5 5 516 516 － 313 21 6 8 8 1 123 146

23 12 2 5 5 486 486 － 313 21 6 8 8 1 123 146

24 10 2 3 5 486 486 － 317 29 5 21 8 1 131 121

25 11 2 4 5 486 486 － 318 29 5 22 8 1 131 122



43

※ ☆は情報未更新 資料：北海道保健統計年報・空知地域保健情報年報

●あかびら市立病院医療従事者数（各年３月 31 日現在） （単位：人）

※ 医療従事者数は正職員 資料：あかびら市立病院

26 10 2 3 5 486 486 － 305 29 5 21 8 － 132 110

27 10 2 3 5 486 486 － 305 29 5 21 8 － 132 110

28 10 2 3 5 486 486 － 335 27 5 20 10 － 153 120

29 10 2 3 5 486 486 － 335 27 5 20 10 － 153 120

30 10 2 3 5 486 486 － 309 24 6 21 9 － 154 95

令和元 10 2 3 5 486 486 － 309 24 6 21 9 － 154 95

2 10 2 3 5 486 486 － 306 25 6 23 8 － 156 88

3 10 2 3 5 486 486 － 306 25 6 23 8 － 156 88

4 10 2 3 5 486 486 ☆ ☆ 23 6 22 ☆ ☆ ☆ ☆

5 9 2 3 4 486 486 ☆ ☆ 23 6 22 ☆ ☆ ☆ ☆

年度 病床数
医療従事

者総数
医師 薬剤師 看護師

Ｘ線

技師

臨床検

査技師

その他の

技術者

事務職員

その他

平成 18 251 160 12 5 110 5 6 5 17

19 220 140 13 4 97 3 6 5 12

20 180 127 11 3 86 3 6 ７ 11

21 180 122 11 3 82 3 6 7 10

22 150 106 8 3 71 3 5 6 10

23 120 95 9 3 61 3 4 6 9

24 120 93 11 3 58 3 3 6 9

25 120 95 9 3 61 3 4 7 8

26 120 98 8 3 63 3 4 7 10

27 120 97 9 3 62 3 4 7 9

28 120 94 9 3 60 3 4 6 9

29 120 91 8 3 55 3 4 6 12

30 120 94 6 3 60 3 4 7 11

令和元 120 90 6 3 57 3 4 7 10

2 120 88 7 3 53 3 4 7 11

3 120 89 6 3 54 3 4 7 12

4 120 87 5 3 53 4 4 7 11

5 120 92 5 3 56 4 4 9 11

6 120 93 5 3 56 4 5 8 12
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（２）その対策

・地域医療の確保はもとより、病院事業の経営面においても極めて大きな影響を及ぼす

医師の確保に努める。

・近隣病院との連携や機能分担により、地域医療の維持・存続を図る。

・職員の適正配置、更なる業務の改善と効率化を図り安定した経営に努める。

・医療環境を整備し、医療サービスの充実と医療水準の向上に努める。

・救急医療体制の整備について、近隣の病院との連携も図りながら推進する。

・高度医療機器等の導入など、施設の整備充実に努める。

目標

・市民アンケート調査による｢地域医療｣満足度の向上

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

７．医療の確保 (1)診療施設

病 院 あかびら市立病院整備事業 市

(3)過疎地域持続的発展特別事業

自治体病院 医療施設整備事業

市内唯一の救急指定病院として、また、基幹

病院として地域医療を安定かつ継続的に提供

するために、計画的な設備等の維持補修を行う

ことにより地域医療体制の確保を図る。

市

その他 中空知地域保健医療対策協議会負担金

空知の２次医療圏における、病院間の協力体

制を構築し、病院群輪番制、小児救急医療支援

事業を行うことにより、過疎地域における救急

医療体制の確保を図る。

市
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９ 教育の振興

（１）現況と問題点

① 学校教育

本市における公立幼稚園は１園設置され、義務教育施設は小学校１校、中学校１校で

ある。これまで、少子化による児童生徒数減少を受けての学校統廃合を進めてきたが、

それぞれ新校舎を建設し、平成 30 年度から中学校１校体制、令和４年度から小学校１校

体制としている。

令和７年５月１日現在の小学校児童数は 214 人、中学校生徒数は 130 人である。平成

27年５月１日現在と比較すると、10 年間で小学校児童数が 139 人（△39.4％）、中学校

生徒数が 111 人（△46.1％）も減少しているが、近年の人口流出状況や少子化傾向から、

今後も減少することが予想される。

情報化社会に対応するＩＣＴ教育など、国の施策に基づく教育機器の整備やそれに伴

う特別教室の充実とともに、特別支援学級の設備の充実等にさらに努めなければならな

い。このため、最近の社会情勢の変化を適確に捉えながら長期的展望に立ち、地域の理

解と協力のもとに教育環境の向上に努める必要がある。

●児童、生徒数の推移（各年５月１日現在） （単位：人）

区

分

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

園

数

園
級
数

園
児
数

教
員
数

学
校
数

学
級
数

児
童
数

教
員
数

学
校
数

学
級
数

生
徒
数

教
員
数

学
校
数

生
徒
数

教
員
数

平成６ 2 6 155 8 8 44 919 79 4 22 608 53 1 361 31

７ 2 6 148 8 8 51 853 78 4 22 572 53 1 337 29

８ 2 6 155 9 8 50 779 78 4 21 515 53 1 317 27

９ 2 6 164 9 8 49 719 86 4 21 480 57 1 294 28

10 2 6 150 8 8 49 690 82 4 20 432 51 1 295 27

11 2 5 152 8 8 50 698 80 4 19 404 50 1 291 27

12 2 5 159 8 8 50 659 83 4 17 387 50 1 279 27

13 2 5 138 8 8 48 643 84 4 17 383 52 1 240 24

14 2 6 121 8 7 46 641 76 4 16 360 48 1 173 22

15 2 6 125 8 7 47 626 78 4 14 334 46 1 142 19

16 2 6 107 8 7 46 606 76 4 13 297 46 1 113 21

17 1 5 140 7 6 44 555 69 4 17 321 50 1 77 20

18 1 5 125 7 6 41 560 66 4 18 302 53 1 74 17

19 1 5 126 8 5 39 541 62 2 16 315 34 1 84 16

20 1 5 95 7 5 39 528 60 2 17 288 34 1 102 16

21 1 4 81 7 5 40 511 61 2 15 278 32 1 88 15

22 1 4 74 6 5 41 496 67 2 16 250 32 1 74 15

23 1 3 78 5 5 39 466 63 2 12 241 28 1 69 15

24 1 4 75 5 5 40 435 61 2 12 241 29 1 57 15
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資料：赤平市統計書

② 社会教育

近年、市民の学習要望と学びの意義は一層高まっている中、本市では、各層にわたる

学習機会の提供に努めているが、さらに市民の高度化・多様化する学習ニーズに的確に

対応していく。

③ 生涯学習

生涯各期における市民の学習活動は、心の豊かさや生きがい、あるいは技能の習得な

ど広範な分野で行われている。特に、本市においては、生涯学習の観点に立った社会教

育の推進がその中心的役割を果たしているのが現状である。

多様な学習活動を支える生涯学習の推進体制づくりのため、生涯学習推進計画の実行、

生涯学習指導者の確保、生涯学習まちづくり出前講座の実施を課題として取り組んでい

く。

④ 体育

スポーツ・レクリエーションの推進は、市民の健康づくりと体力の向上を図るととも

に、豊かな人間関係の形成や地域コミュニティの活性化を促進するうえで重要な取り組

みであり、運動やスポーツ活動を通じて、生活習慣病等の予防や健康寿命の延伸、市民

の生きがいづくりや交流の機会を創出することが期待されている。

市民が心身ともに健康でいきいきと過ごし充実した生活を送るため、スポーツ・レク

リエーション活動を継続的に推進していく必要があることから、市民一人ひとりが気軽

にスポーツ活動に親しむことができるよう、多彩なプログラムの導入、スポーツ情報の

提供、指導者の育成を図るなどスポーツ・レクリエーション環境の向上に努めるととも

に、スポーツ活動に親しむための安心・安全な場の提供に資するよう、関連施設の保全・

整備を図る。

25 1 3 81 5 5 40 414 59 2 13 249 30 1 32 15

26 1 4 74 5 3 27 384 46 2 14 246 30 1 93 14

27 1 3 69 5 3 25 353 40 2 14 241 32 － － －

28 1 3 57 5 3 24 339 40 2 15 216 31 － － －

29 1 3 51 6 3 25 329 42 2 13 191 29 － － －

30 1 3 48 6 3 26 331 45 1 8 163 17 － － －

令和元 1 3 51 5 3 24 306 42 1 9 159 18 － － －

2 1 3 39 5 3 25 284 43 1 9 171 16 － － －

3 1 3 31 5 3 24 267 44 1 10 174 19 － － －

4 1 3 26 4 1 14 251 29 1 10 164 18 － － －

5 1 2 21 4 1 10 249 31 1 5 142 19 － － －

6 1 2 21 4 1 8 219 32 1 6 145 19 － － －

7 1 2 16 4 1 8 214 30 1 4 130 16 － － －
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（２）その対策

・地域や児童、生徒に対応できる施設整備を図る。

・教育向上のため、教育施設の環境整備を図る。

・学習機会の拡充及び人材の育成を図る。

・社会教育施設の充実とともに、学校施設の有効活用を図る。

・スポーツ施設の保全・整備に努める。

目標

・市民アンケート調査による｢学校教育｣満足度の向上

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

８．教育の振興 (1)学校教育関連施設

校舎 小学校整備事業

中学校整備事業

市

市屋外運動場

スクールバス・ボート スクールバス購入事業 市

給食施設 学校給食センター施設整備事業 市

(2)幼稚園 幼稚園整備事業 市

(3)集会施設、体育施設等

公民館 東公民館整備事業 市

集会施設 交流センターみらい整備事業 市

体育施設 総合体育館改修事業 市
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10 集落の整備

（１）現況と問題点

本市の集落は、農業と石炭産業を中心として発展したため、農業地区と炭鉱地区ごと

に形成されてきたが、石炭産業の衰退に伴い変貌してきている。

このため閉山炭鉱跡地などの再開発を行い、都市基盤の整備などに努めてきているが、

現在なお閉山炭鉱跡地、炭鉱遊休地が存在し、その再開発による集落の形成などが課題

となっている。

また、若年労働者や若年層を中心とした人口流出の抑制、市内企業への就業促進、Ｕ

ターン者等の促進を図るため、若者等のニーズに合った魅力ある住宅や団地の整備を積

極的に行う必要がある。

（２）その対策

・住宅団地の造成・分譲などの住宅政策を積極的に進める。

・子育て支援住宅など、若年層のニーズにあった住宅政策を積極的に進める。

・炭鉱跡地再開発における住宅地計画の具体化を図る。
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11 地域文化の振興等

（１）現況と問題点

心豊かな生活を営むためには、生きがいのある人生を過ごすことが必要であり、文化

や芸術の果たす役割は益々重要になってきている。同時に先人の残した歴史文化や産業

遺産などは貴重な財産であり、これを適切に保存し次世代へ継承することが望まれてい

る。

郷土の成り立ちを学び、郷土愛やふるさと意識の高揚を図るため、本市の歴史文化を

保存・継承し、文化活動の振興と充実、関連施設の効果的な運営を図る必要がある。

また、本市の炭鉱遺産を含む日本遺産『本邦国策を北海道に観よ！～北の産業革命「炭

鉄港」～』が日本遺産継続認定となったことから、引き続き、炭鉱遺産の保存・継承に

取り組んでいく。

（２）その対策

・文化団体の自主的活動の推進を図る。

・芸術文化の鑑賞、創作の活動機会の拡充を図る。

・郷土の歴史や文化に関する資料の収集、保存継承に努める。

・文化活動の奨励及び文化施設の効果的な運営に努め、文化事業の充実を図る。

・炭鉱関連施設の資料の収集、保存継承に努める。

・日本遺産「炭鉄港」関連事業との協力、連携等を図る。

・日本遺産に認定された炭鉱遺産の価値や魅力について発信していく。

目標

・市民アンケート調査による｢歴史・文化・産業遺産の保存継承｣満足度の向上

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

10．地域文化の振

興等

(1)地域文化振興施設等

その他 炭鉱遺産活用事業 市
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12 再生可能エネルギーの利用の推進

（１）現況と問題点

本市では、令和元年に｢第２次赤平市地球温暖化対策実行計画｣を策定し、令和 12 年度ま

での長期目標として、平成 25 年度（基準年）と比較して、発生する温室効果ガス排出量を

41％削減する目標を掲げている。照明器具のＬＥＤ化や公用車のハイブリッド車の導入な

ど、温室効果ガス排出量の削減を進めているところであるが、依然として市内のエネルギ

ー構造は化石燃料に偏っており、再生可能エネルギーの有効利用による資源循環型社会づ

くりが求められている。

今後とも国や道が取り組む 2050 年カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現に向けた

政策等の動向を注視しつつ、太陽光発電などの再生可能エネルギーについて、その効果や

経済性、エネルギー変換効率等を総合的に勘案し検討を進め、再生可能エネルギーの普及・

促進を図り、自然環境と調和した持続可能な資源循環型社会の構築を目指していかなけれ

ばならない。

（２）その対策

・自然環境と調和した持続可能な資源循環型社会の構築に向けて、市民、事業者などと

行政が一体となった取り組みを進めていく。

・赤平市地球温暖化対策実行計画を推進する。
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項

（１）現況と問題点

昨今、全国的にも人口減少、少子高齢化などに伴い、町内会等地域コミュニティの崩

壊が懸念されている。市民と行政が一体となって、地域の課題を解決していくには、地

域力が不可欠であるため、町内会等への支援をしていかなければならない。

また、行政そして市民の役割や責任を明確にしたうえで、一方では情報を共有し合い

ながら対等な関係を築き、市政に対する市民参画機会の拡充をはかりながら、協働のま

ちづくりを推進していく必要がある。

まちづくりは、人づくりが基本であり、個性を活かした人材育成を図り、個性と魅力

あふれるまちづくりを推進する。

（２）その対策

・市民と行政が一体となったまちづくりを推進する。

・町内会やボランティア団体等への支援を行い、コミュニティ活動の活性化を推進する。

・地域の活性化と自立促進を図るため、まちづくり・人づくり助成事業、まちづくり活

動推進事業を進める。

（３）事業計画（令和８年度～12 年度）

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

赤平市過疎地域持続的発展市町村計画に記載された公共施設等の整備計画は、赤平市

公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら適正に実施する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

12．その他地域の

持続的発展に

関し必要な事

項

過疎地域持続的発展特別事業 町内会館等施設整備事業

町内会館等の施設整備により、地域コミュニ

ティの活性化を推進し、地域共生社会の形成を

図る。

市

地域コミュニティ活動推進事業

地域コミュニティの基礎単位として重要な

役割を果たしている町内会の活動に助成する

ことで、地域コミュニティの活性化を推進し、

地域共生社会の形成を図る。

市

コミュニティセンター等整備事業

地域コミュニティの拠点となっているコミ

ュニティセンター等の整備により、地域コミュ

ニティの活性化を推進し、地域共生社会の形成

を図る。

市
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事業計画（令和８年度～12 年度） 過疎地域持続的発展特別事業分

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

１．移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育成

(4)過疎地域持続的発展特別事業

移住・定住 民間賃貸住宅建設・リフォーム助成

事業

民間賃貸住宅の割合が低く、住宅の選択

肢が限られているため、民間賃貸住宅の建

設・リフォームに助成し、若者が住みやす

い住環境整備を推進する。

市

民間賃貸住宅家賃助成事業

市内の民間賃貸住宅に移り住む転入世

帯及び新婚世帯に対し、家賃を助成する。

※上記の事業を一体的に行うことにより、

住環境の向上並びに移住・定住の促進が図

られ、ひいては地域経済の活性化につなが

る。

市

あんしん住宅助成事業

住宅のリフォームや老朽住宅の解体に

要する費用の一部を助成することにより、

定住の促進や住宅の耐久性、安全性と世帯

構成の変化等に対応した性能の向上が図

られることから、過疎対策に資するもので

ある。

市

おためし暮らし事業

赤平市に移住を検討している方を対象

に、一定期間市内での生活を体験できるお

ためし暮らし事業を実施し、移住を推進す

る。

市

空き家バンク事業

空き家等の有効活用を進めるとともに

移住・定住の促進、住宅ストックの活用を

図るため、空き家バンク事業｢あかびら住

みかエール｣を実施する。

市

地域間交流 学生地域定着推進広域連携事業

学生地域定着推進広域連携協議会にお

いて、江別４大学の学生に対し、地域活動

プログラム（インターンシップ、イベント

参画など）を通じて、将来的な赤平市への

就業・定住を促す。

市

人材育成 人材育成・定住促進奨学金貸与事業

高等学校、大学等に入学又は在学した際

の学資に対する奨学資金貸付について、市

内にＵターンして市内企業等に一定期間

就労を継続した場合に、貸付金の返済を免

除することで人口流出防止と地元雇用の

活性化を図る。

市
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２．産業の振興 (10)過疎地域持続的発展特別事業

商工業・６次産業化 地域商業活性化事業

商工会議所が発行する地域商品券にプ

レミアをつけ、プレミアム分を市が支援、

商店街の街路灯やイルミネーション、店舗

の改修への助成をすることは、地域経済の

活性化、商店等の事業継続にもつながり、

住民が地元で消費できる店舗を残すこと

は、高齢化、人口減少が進行する本市にと

って必要不可欠であり、過疎地域の持続的

発展を図る。

市

産業振興事業

企業が市内に工場や特定施設を新設、増

設及び更新する事業に対する助成や課税

免除、新製品の開発や既存製品改良等に要

する費用の一部を中小企業に助成するほ

か、企業の人材育成を目的とした研修等を

実施する赤平市産業振興企業協議会に対

する助成を行うことにより、地場産業の振

興と市域経済の活性化を図る。

市

観 光 エルム高原施設管理事業

観光産業の核施設であるエルム高原施

設について、利用者が快適に利用できるよ

うに維持補修を行い、指定管理者制度の導

入によりサービスの向上及び効率的な管

理運営並びに地域の活性化を図る。

市

観光イベント事業

「あかびら火まつり」「あかびら春らん

まんフェスタ」「赤平産業フェスティバル」

などのイベントに対する助成として観光

協会などに対し補助金を交付するほか、特

産品推進協議会による農産物や食料品な

どの地場産品や特産品のＰＲや販路拡大

を行うことで地域の活性化を図るととも

に、近隣市町と連携し、交流・関係人口の

拡大により、将来的効果をもたらす事業と

する。

市

その他 農業後継者・担い手サポート事業

農業の持続的、安定的な発展を図るた

め、基礎的農業の知識・技術・経営能力の

取得を目的とした研修や講習、農業機械免

許の取得、農産物の販路拡大、電牧柵の設

置、農業用ドローンの免許取得、更新にか

かる経費の一部を助成する。

市

４．交通施設の整

備、交通手段の

確保

(9)過疎地域持続的発展特別事業

公共交通 地域公共交通活性化事業

既存の地域公共交通機関の維持確保に

努めるとともに、交通空白地域の解消のた

め、赤平市地域公共交通活性化協議会等に

よる地域公共交通活性化事業を展開し、安

心して暮らせるまちづくりを目指す。

市

５．生活環境の整

備

(7)過疎地域持続的発展特別事業

危険施設撤去 公的住宅除却事業

人口減少による入居者数の減少や施設

の老朽化が著しい公的住宅を除却するこ

とにより、地域の景観の保全・防犯対策な

ど快適なまちなみの創出を図る。

市
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公共施設除却事業

今後の活用が見込めなくなった公共施

設を除却することにより、地域の景観の保

全・防犯対策など快適なまちなみの創出を

図る。

市

防災・防犯 防犯灯、街路灯維持費補助金

市内にある町内会等が所有する防犯灯、

街路灯の電気料金の一部を助成すること

により、住民の安全・安心な暮らしの確保

を図る。

市

６．子育て環境の

確保、高齢者等

の保健及び福

祉の向上及び

増進

(8)過疎地域持続的発展特別事業

児童福祉 子ども医療費助成事業

高校卒業時までの乳幼児や児童、生徒の

医療費を全額助成することにより、子育て

世代のへ経済的負担の軽減を図り、安心し

て産み育てられる環境づくりが推進でき

少子化対策に資するものである。

市

高齢者・障害者福祉 重度心身障害者医療費助成事業

重度の障がいのある方の医療費を助成

することにより、地域住民の安全・安心な

生活を確保でき過疎対策に資するもので

ある。

市

重度障害者福祉タクシー助成事業

重度身体障害者でバス等公共交通機関

を利用することが困難なものに対し、生活

圏の拡大及び経済的負担を軽減するため、

タクシーチケットを交付し、障がい者が安

心して暮らせるまちづくりを図る。

市

社会福祉協議会委託金

高齢者の福祉事業である電話サービス、

食事サービス、除雪サービスなどを社会福

祉協議会の委託事業として行うことによ

り、高年齢者の健康で生きがいのある生活

の実現と福祉の向上を図り、地域の活性化

につながる。

市

保養サービス事業

高齢者の方に、保養センターのサービス

保養券を配ることにより、高齢者の方の保

養による健康増進と外出することによる

閉じこもりの防止図ることにより、安心し

て暮らせるまちづくりや高齢者の社会参

加、生きがいの促進及び心身の健康保持を

図られる。

市

老人クラブ等運営費補助事業

市内の各老人クラブや老人クラブ連合

会の運営費の一部について補助金を交付

することにより、高齢者の生きがいや交流

を生みだし、健康で活発に暮らせる環境の

向上を図る。

市

高齢者世帯等除雪費助成事業

高齢者等で自力での除雪が困難な世帯

の方が、個人や事業者等に除雪を依頼した

費用の一部を助成することにより冬期間

における生活不安を解消し、安心・安全の

確保と福祉の増進を図る。

市
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その他 ひとり親家庭等医療費助成事業

18 歳までの子を扶養するひとり親家庭

に対し、親及び子の医療費の一部助成を行

うことにより、子育て世代のへ経済的負担

の軽減を図り、安心して産み育てられる環

境づくりが推進でき少子化対策に資する

ものである。

市

ひとり親世帯への助成事業

ひとり親世帯が子どもを養育する期間

において、家賃の一部助成並びに入学支度

金助成を行い、養育費の負担を軽減し、安

心して産み育てられる環境づくりが推進

でき少子化対策に資するものである。

市

予防接種助成事業

高校生以下の子どもを持つ家庭にかか

る予防接種費用を助成することにより生

活の安定を図り、安心して育てられる環境

づくりや健全な育成を図る。

市

７．医療の確保 (3)過疎地域持続的発展特別事業

自治体病院 医療施設整備事業

市内唯一の救急指定病院として、また、

基幹病院として地域医療を安定かつ継続

的に提供するために、計画的な設備等の維

持補修を行うことにより地域医療体制の

確保を図る。

市

その他 中空知地域保健医療対策協議会負担金

空知の２次医療圏における、病院間の協

力体制を構築し、病院群輪番制、小児救急

医療支援事業を行うことにより、過疎地域

における救急医療体制の確保を図る。

市

12．その他地域の

持続的発展に

関し必要な事

項

過疎地域持続的発展特別事業 町内会館等施設整備事業

町内会館等の施設整備により、地域コミ

ュニティの活性化を推進し、地域共生社会

の形成を図る。

市

地域コミュニティ活動推進事業

地域コミュニティの基礎単位として重

要な役割を果たしている町内会の活動に

助成することで、地域コミュニティの活性

化を推進し、地域共生社会の形成を図る。

市

コミュニティセンター等整備事業

地域コミュニティの拠点となっている

コミュニティセンター等の整備により、地

域コミュニティの活性化を推進し、地域共

生社会の形成を図る。

市


